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はじめに 

平成 26 年度は、「西東京市第３次男女平等参画推進計画・西東京市配偶者暴力対策基本計

画（以下「第３次計画」という。）」になって初めての評価である。 

計画が改定されたことにより、評価基準はそのままに、評価方法の見直しを行った。第２

次計画までは、委員会のみが各課事業評価を実施してきたが、第３次計画では新たに担当課

評価を追加し、委員会・担当課それぞれの各課事業評価を比べることにより、進捗状況を客

観的に把握できるようになった。 

また、評価結果が評価実施年度の予算要求に反映できるよう評価の時期も見直した。 

 

平成 26 年度 事業数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

委員会評価 
226 113 81 32 0 

100% 50% 36% 14% 0% 

担当課評価 
226 123 80 23 0 

100% 55% 35% 10% 0% 

 

さて、評価の内訳を見ると、委員会・担当課評価ともにＡ評価が 50％を超え、概ねの事業

は着実に執行され、それぞれ課題も明らかになっている。一方、Ｃ評価については、10％程

度であるが、「西東京市第２次男女平等参画推進計画（以下「第２次計画」という。）」から改

善されていない事業も多く、早急な対応が必要である。 

つぎに、評価の違いを調べてみると、全 226 事業のうち同評価は 184 事業、委員会評価の

ほうが高いのは 12 事業、担当課評価のほうが高いのは 30 事業となっている。担当課のほう

が高評価であった 30 事業については、改めて担当課自身が評価の確認をし、必要に応じて事

業の見直しを行うなど、今後の事業実施に活かしていただきたい。 

 

  第３次計画の評価項目 

1 具体的な事業又は取組み計画 

2 執行状況・事業評価 

3 次年度の課題 

4 担当課評価 

 

評価 評価基準 

Ａ 
事業・取組み計画が施策の内容に合致し、着実に執行さ

れ、課題が明らかになっているもの。 

Ｂ 
事業・取組み計画や執行状況、課題のいずれかに改善の

余地があるもの。 

Ｃ 
事業・取組み計画や執行状況、課題のいずれも不十分な

もの。 

Ｄ 未実施のもの、または、空欄のもの。 
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重点課題別評価 

 

Ⅰ－1 男女の固定的性別役割分担意識の解消 

  

（１）男女平等推進計画のための意識啓発と情報提供 

男女平等推進計画を進めるために、情報誌「パリテ」の存在は大きい。非常に読みや

すいものとして工夫もこらされ、市民の意識啓発にも役立っている。現在 21,000 部の発

行であるが、市民の数から少なくても３万部、将来的には全戸配布への道を探っていた

だきたい。また、市民によるパリテまつり実行委員会と男女平等推進係が協働して毎年

開催する「パリテまつり」は 800 名以上の参加があり、講演会、講座を通して「男女平

等で幸せな社会」のテーマがある程度市民に浸透したとともに、男女平等推進センター

「パリテ」の認知度アップにもつながったと思う。 

情報提供の場としてホームページは更に充実されるべきであり、現在は男女の地位の

平等感を推進するまでには至っていない。そういう意味でも、西東京市が発行する市報・

市発行物の表現に関するガイドラインは一刻も早い作成が必要であろう。 

 

（２）男女平等に関する学習機会の提供 

男女平等参画の視点にたった多岐の講座が企画され、様々な年代や興味関心を考えた

企画が行われている点は評価できる。特に父親支援事業の参加者が 517 名と前年を大き

く上回ったことは、西東京市在住の男性にも「男女平等意識」が浸透していく良い機会

である。しかし、図書館での男女平等に関する資料の収集などは更なる充実が必要であ

り、図書は男女平等の更に広い視点から蔵書数を増やす必要がある。 

 

（３）メディア・リテラシーの普及と教育 

メディアからの情報を人権尊重と男女平等の視点にたって「読み解き」、「判断」する

能力を育てることが目的であるが、メディア・リテラシーそのものが、現在の学校教育

や一般社会で充分に育っているとは言いがたい現状の中で、どのように育てるかが課題

である。 

その課題解決のために、「市発行物の表現における男女平等ガイドライン」の作成・配

布は、今後、正に力を入れなければいけない重点項目であり、早急に実行していただき

たい。 

 

事業数（15） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

委員会評価 ６ ５ ４ ０ 

担当課評価 ９ ３ ３ ０ 
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Ⅰ－6 男女平等参画の視点による防災・まちづくりの推進 

 

（１）防災対策における女性の参画拡大 

危機管理室担当「防災会議」の委員の女性登用率は 18％（女性６名：男性 27 名：平成

27 年３月 31 日現在）で、目標値 15％を３ポイント上回っていることは評価する。しか

しこの数字に甘んじることなく女性の登用率アップに努力していただきたい。なぜなら、

これまで、防災訓練に参加するのは男性が中心だった。しかし昼間に大地震が起きたら

家にいるのは女性・子どもが多いことを考えると、女性の視点は地域の防災のために不

可欠であり、「防災会議に女性委員を増やすことが重要」なのである。防災対策には男女

双方の視点をもつこと、そのためには自治会・町内会などに積極的に呼びかけ、「女性委

員が増えるメリット」を喧伝していただきたい。 

なお、防災市民組織における女性の参画とリーダーの養成は行われていないというの

が実態であろう。地域社会、とくに自治会・町内会などの正副会長は男性であることが

多いのも実態。そうした従来の慣習に踏み込み、改革していくことは一筋縄ではいかな

いであろうことは想像できる。しかし、住宅都市である西東京市では、日中の地域活動

は高齢者と女性が主たる担い手となる。過去の災害から得た教訓を大事に、女性の参画

とリーダー養成に取り組んでいただきたい。 

 

（２）男女平等参画の視点を取り入れた地域防災活動の推進 

西東京市においては、市防災担当と市教委と学校３者で避難所運営連絡協議会が連携

を持って災害時対応しているのに加え、学校運営連絡協議会も地域性豊かにハンドブッ

クやマップの作成など地域防災に努力されていることに敬意を表する。今後は、男女の

ニーズに配慮した避難物資の整備なども視野に、「あらゆる市民の人権」と「男女平等の

視点」の重要性を認識した防災対応を望む。また、地域の防災活動、防災施設の運営に

は男女平等参画の視点を取り入れるようあらゆる機会を利用して具体的な対応を進めて

いただきたい。 

 

最後に、重点課題でありながらＡの評価を得た事業はゼロ（０）であったことは非常

に残念である。災害発生時に危機管理への不備が生じることが無いよう、男女平等参画

の視点による防災のまちづくりへの取組を速めていっていただきたい。 

災害は明日起きるかもしれない。上記事項の重要性を認識し早急に対応していただき

たい。 

 

事業数（8） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

委員会評価 ０ ６ ２ ０ 

担当課評価 ２ ５ １ ０ 
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Ⅱ－2 配偶者等からの暴力の防止と被害者支援 

 

昨今、女性の人権問題についてはテレビや新聞などで大きく取り上げられている。な

かでもＤＶやセクハラ、ストーカー犯罪等の性暴力被害については、市民の認知度や関

心が年々高まっている。この動きを「人権を守るまち」「暴力を許さないまち」につなげ

るための取組として、暴力防止のための講演やＤＶ防止の啓発冊子の配布など、これか

らも引き続き実施していただきたい。 

「暴力の未然防止」については、人権教育として学習の場への定着と、「早期発見の働

きかけ」については、関係部署への共通研修や周知・徹底の方法について検討されたい。

「相談窓口の充実」については、年々充実していることが統計からも読み取れることか

ら、継続して取り組んでいただきたい。 

「被害者の安全の確保と自立への支援」については、被害当事者の自立と同伴する「そ

の子の安全とメンタル・ケア」に必要な関係機関との連携をより充実させていただきた

い。 

「市の体制整備と関係機関との連携強化」については、これまでの取組が評価される。

今後は、その内容や方法について検討していただきたい。 

 

事業数（34） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

委員会評価 ２３ １１ ０ ０ 

担当課評価 ２４ １０ ０ ０ 
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Ⅲ－1 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の意識づくり 

 

西東京市が、2010 年に他自治体に先駆けて「西東京市ワークライフバランス推進労使

宣言」を行ったことは、市民として誇りに思う。2012 年のワーク・ライフ・バランスに

ついての市民意識調査では、「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を見聞きしたこと

のある人は４割程度で、認知度は必ずしも高くはなかった。しかし、言葉の認知度は低

くても、仕事と生活の調和の必要性を感じている人は男女ともに８割近く見られた。こ

れは、市民が仕事と生活の調和のとれた生き方を望んでいるということであり、一日も

早く実現したい課題である。 

   具体的な「ワーク・ライフ・バランスの意識づくり」については、担当課、委員会と

もに同じ評価である。評価の内訳を施策別に見てみると、（１）ワーク・ライフ・バラン

スの啓発と情報提供については、講座の開催や情報誌パリテ、ポケット労働法の配布な

ど、様々な形で情報提供を行っていることは非常に評価できる。（２）ワーク・ライフ・

バランスの促進に向けた事業所への働きかけについては、具体的に実施している企業紹

介をしたことは、他事業所への刺激となるなどの効果があり、評価できる。（３）男女と

もに働きやすい環境づくりの支援については、課題が多い。特にＣ評価の３事業につい

て次のようにお願いする。①市内企業の男女平等意識調査の実施はできなかったが、意

識調査という手法が新しい概念を伝える効果があるので、実施していただきたい。②市

内事業者団体に対する情報の提供として掲げていた、男女平等参画に関する意見交換会

を実現していただきたい。③市内企業との連携事業は、ワーク・ライフ・バランスの取

組の啓発に有効な機会であり、是非実施していただきたい。 

   ワーク・ライフ・バランスは、個人にとって、子育て期や一部の職場だけの問題では

なく、すべての市民にとって、人間らしく生活するために必要であることを、より一層

アピールしていくことが急がれる。そのためには、行政自らが、これらの課題解決のた

めに強いリーダーシップを発揮することが望まれる。行政自らが具体的なロールモデル

となってこそ、市内企業や市内事業者団体との連携や協働に発展すると考える。今後は

担当課（協働コミュニティ課）のみならず、各部署がそれぞれの関係する市内企業や市

内事業者団体へ、積極的な声がけ、働きかけを推進していくことを期待する。 

 

事業数（11） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

委員会評価 ３ ５ ３ ０ 

担当課評価 ３ ５ ３ ０ 
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Ⅳ－1 男女平等推進センターパリテの事業の充実 

 

相談部門については、過去の市民への対応データに基づいて市民のニーズを把握し、

相談時間の設定を検討したことを評価する。 

最も懸念されるのは、パリテが庁舎から離れた福祉施設内に位置しているため、その

存在が相談窓口以外の機能をもっていることが、十分に周知されているかどうかである。

パリテが男女平等推進のための学習の場、人材育成の場、そしてなによりも男女平等を

めざす市民の活動の拠点でもあることをこれまで以上に発信されたい。 

特に担当課評価ではＡ評価となっているインターネットの情報提供ではあるが、検索

してみたところ、その内容は、施設案内や利用方法に比べ、講座に関する情報が検索し

にくく、Ｃ評価とした。近年はインターネットを利用しての情報収集が一般的になって

いる時代である。ホームページが検索しやすく、親しみやすいものであれば、講座等へ

の参加率やパリテを利用する市民・団体の増加が期待できる。逆に、図書・資料の収集

は、予算はもちろん、書架の規模が限られており、現在以上に展開することは難しいと

考える。むしろ、法律、家族、就労、健康など日常生活に深く関わる図書等を、市内図

書館とさまざまな形で連携して情報提供することを検討されたい。男女平等意識の啓発

をめざして多様な情報をタイムリーに市民に提供することは、市民へのサービス向上と

もなり得る。 

また、公民館に配置されている専門員のように、市民との協働やネットワークづくり

を促進するための男女平等についての知見を有し、地域住民のニーズを講座等の企画運

営に反映させ、市民同士、市民団体同士の交流活性化を目的とした専門員（コーディネ

ーター的な）の配置を検討していただきたい。 

 

事業数（6） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

委員会評価 ４ １ １ ０ 

担当課評価 ５ １ ０ ０ 
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これからの課題 

2015（平成 27）年は、「女性参政権獲得 70 周年」・「女性差別撤廃条約批准 30 周年」・

日本の男女平等を大きく進めたといわれる「第４回世界女性会議（北京会議）20 周年」

という、男女平等政策にとって国際的にも・国内的にも記念すべき年である。 

さらに、３月には、「第３回国連防災世界会議」が仙台で開催され、女性と防災等をテ

ーマとしたパブリック・フォーラムが行われ、のべ 15 万人余の人々が参加し関心の深さ

を示した。また、2015 年から 2030 年の枠組みとして採択した「仙台防災枠組」に記載さ

れた〝女性の役割、ジェンダー視点の重要性″を広く市民に浸透させるために、西東京

市が大災害に見舞われていない今こそ男女平等参画社会づくりに向けて努力すべき時で

ある。そのひとつとして、男女平等参画条例の必要性の検討を継続することも忘れては

ならない課題と捉えていただきたい。 

折しも８月には「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」

が成立し、大企業に対して女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが義務づけられ

るなど、様々な分野で女性に対する取組が活発化している。西東京市においてもこの活

発な流れの中で、男女平等推進施策に取り組んでいただきたい。 

昨年度検討した第３次計画の評価方法の特徴は、①重点的に取り組むべき課題に焦点

をあて評価することにより、「実効性のある計画」に留意したこと。また、②進捗管理が

できるよう、課題ごとに指標と目標値を設定している。具体的には、目標値の達成及び

重点課題の解決、第２次計画から続くＣ評価の解消という大きな２つの課題があり、目

標値についてはすべての目標値が達成されることが望ましいが、特に重点課題である次

の５つの目標値については是非とも達成していただきたい。 

【重点課題の目標値】 

重点課題Ⅰ－１ 男女の固定的性別役割分担意識の解消について、 

理解のある人の割合を増やす         （46.5％→60％） 
重点課題Ⅰ－６ 防災会議における女性委員の割合を増やす    （9.1％→15％） 
重点課題Ⅱ－２ 配偶者暴力防止法の認知度を上げる      （35.3％→80％） 
重点課題Ⅲ－１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

の認知度を上げる              （43.0％→50％） 
重点課題Ⅳ－１ 男女平等推進センター パリテの認知度を上げる（16.6％→40％） 
加えて、第２次計画からＣ評価の続いている女性リーダーの育成、市内企業・事業所

を対象とした調査や事業の実施は、５つの重点課題の目標値を達成するためにＣ評価か

らの脱却が必須であり、積極的に取り組んでいただきたい。 

第３次計画は、西東京市の男女平等推進施策の転換期である。第３次計画の進捗状況

により今後の方向性が決まってくると言っても過言ではないと思うので、計画の進捗に

は点検と修正を繰り返しながら第４次計画に繋げていただきたい。 

最後に、この報告書に関わられたすべての方に、今後も協力をお願いするとともに、

第３次計画が西東京市の男女平等推進施策に大きな成果をもたらすことを祈念して結び

とする。 

 

平成 27 年 10 月 23 日 

                    西東京市男女平等参画推進委員会 
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資   料 

 

１．事業評価割合 

２．平成 26 年度各課事業評価報告 

３．課題ごとの指標及び目標値 

４．第３次計画の評価活動 



 １．事業評価割合

平成26年度評価基準
Ａ：事業・取組み計画が施策の内容に合致し、着実に執行され、課題が明らかになっているもの。
Ｂ：事業・取組み計画や執行状況、課題のいずれかに改善の余地があるもの。
Ｃ：事業・取組み計画や執行状況、課題のいずれも不十分なもの。
Ｄ：未実施のもの、または、空欄のもの。

全体（226）
区分 委員会 担当課 委員会 担当課 委員会 担当課 委員会 担当課 委員会 担当課
Ａ 113 123
Ｂ 81 80
Ｃ 32 23
Ｄ 0 0

基本目標
Ⅰ：あらゆる分野への男女平等参画の意識づくりと推進
Ⅱ：人権の尊重とあらゆる暴力の根絶
Ⅲ：ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
Ⅳ：男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

全体（226）
区分 委員会 担当課 委員会 担当課 委員会 担当課 委員会 担当課
Ａ 22 39 35 28 40 40 16 16
Ｂ 47 38 18 24 12 12 4 6
Ｃ 19 11 4 5 4 4 5 3
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｈ30

基本目標Ⅰ 基本目標Ⅱ 基本目標Ⅲ 基本目標Ⅳ

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

113 123 

81 80 
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Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

割
合
（
事
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）
 

年度（委員会／担当課） 

年度別評価割合 

Ｄ 
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Ａ 
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割
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基本目標（委員会／担当課） 

平成26年度基本目標別評価割合 

Ｄ 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 
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Ⅰ　あらゆる分野への男女平等参画の意識づくりと推進

Ⅰ-１ 男女の固定的性別役割分担意識の解消
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 6
B 5
C 4
D 0
計 15 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 9
B 3
C 3
D 0
計 15 0 0 0 0

Ⅰ-２ 家庭・学校・地域における男女平等教育と学習の推進
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 5
B 11
C 1
D 0
計 17 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 8
B 8
C 1
D 0
計 17 0 0 0 0

Ⅰ-３ 政策・方針決定過程への男女平等参画の推進
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 5
B 14
C 10
D 0
計 29 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 12
B 11
C 6
D 0
計 29 0 0 0 0
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Ⅰ-４ 経済活動における男女平等参画の推進
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 3
B 7
C 1
D 0
計 11 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 3
B 8
C 0
D 0
計 11 0 0 0 0

Ⅰ-５ 地域活動における男女平等参画の推進
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 3
B 4
C 1
D 0
計 8 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 5
B 3
C 0
D 0
計 8 0 0 0 0

Ⅰ-６ 男女平等参画の視点による防災・まちづくりの推進
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 0
B 6
C 2
D 0
計 8 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
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D 0
計 8 0 0 0 0
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基本目標Ⅰ（計）
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 22
B 47
C 19
D 0
計 88 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 39
B 38
C 11
D 0
計 88 0 0 0 0
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Ⅱ　人権の尊重とあらゆる暴力の根絶

Ⅱ-１ 人権を尊重する意識の醸成
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 1
B 2
C 1
D 0
計 4 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 1
B 2
C 1
D 0
計 4 0 0 0 0

Ⅱ-２ 配偶者等からの暴力の防止と被害者支援（西東京市配偶者暴力対策基本法）
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 23
B 11
C 0
D 0
計 34 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 24
B 10
C 0
D 0
計 34 0 0 0 0

Ⅱ-３ 男女平等を阻む暴力の防止（セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、性暴力等）
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 11
B 0
C 0
D 0
計 11 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 3
B 7
C 1
D 0
計 11 0 0 0 0
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Ⅱ-４ 性と生殖に関する健康支援
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 0
B 5
C 3
D 0
計 8 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 0
B 5
C 3
D 0
計 8 0 0 0 0

基本目標Ⅱ（計）
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 35
B 18
C 4
D 0
計 57 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 28
B 24
C 5
D 0
計 57 0 0 0 0
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Ⅲ　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

Ⅲ-１ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の意識づくり
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 3
B 5
C 3
D 0
計 11 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 3
B 5
C 3
D 0
計 11 0 0 0 0

Ⅲ-２ 男性の家事・育児・介護への参加促進
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 6
B 3
C 0
D 0
計 9 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 6
B 3
C 0
D 0
計 9 0 0 0 0

Ⅲ-３ 子育てへの支援
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 22
B 3
C 1
D 0
計 26 0 0 0 0
担当課
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C 1
D 0
計 26 0 0 0 0
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Ⅲ-４ 介護への支援
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 9
B 1
C 0
D 0
計 10 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 9
B 1
C 0
D 0
計 10 0 0 0 0

基本目標Ⅲ（計）
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 40
B 12
C 4
D 0
計 56 0 0 0 0
担当課
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C 4
D 0
計 56 0 0 0 0

評
価

年度（事業数）

評
価

年度（事業数）

評
価

年度（事業数）

評
価

年度（事業数）

9 9 

1 1 

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

割
合
（
事
業
数
）
 

年度（委員会／担当課） 

Ｄ 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

40 40 

12 12 

4 4 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

委
員
会 

担
当
課 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

割
合
（
事
業
数
）
 

年度（委員会／担当課） 

Ｄ 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

17



Ⅳ　男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

Ⅳ-１ 男女平等推進センターパリテの事業の充実
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 4
B 1
C 1
D 0
計 6 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 5
B 1
C 0
D 0
計 6 0 0 0 0

Ⅳ-２ 推進体制の整備と充実
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 3
B 0
C 2
D 0
計 5 0 0 0 0
担当課
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A 2
B 1
C 2
D 0
計 5 0 0 0 0

Ⅳ-３ 庁内の男女平等参画の推進
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Ⅳ-４ 男女平等参画推進計画の進行管理
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 2
B 0
C 0
D 0
計 2 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 2
B 0
C 0
D 0
計 2 0 0 0 0

基本目標Ⅳ（計）
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 16
B 4
C 5
D 0
計 25 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 16
B 6
C 3
D 0
計 25 0 0 0 0
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重点課題

年度別重点課題（計）
委員会

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 36
B 28
C 10
D 0
計 74 0 0 0 0
担当課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
A 43
B 24
C 7
D 0
計 74 0 0 0 0

平成26年度重点課題
委員会

Ⅰ-1 Ⅰ-6 Ⅱ-2 Ⅲ-1 Ⅳ-1

A 6 0 23 3 4
B 5 6 11 5 1
C 4 2 0 3 1
D 0 0 0 0 0
計 15 8 34 11 6
担当課

Ⅰ-1 Ⅰ-6 Ⅱ-2 Ⅲ-1 Ⅳ-1

A 9 2 24 3 5
B 3 5 10 5 1
C 3 1 0 3 0
D 0 0 0 0 0
計 15 8 34 11 6
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２．平成26年度各課事業評価報告
★（重点課題）

課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

1

①情報誌パリ
テの発行と配
布

情報誌パリテを発行し、市民
の男女平等意識のさらなる定
着と浸透及び男女の固定的役
割分担意識の解消を図りま
す。作成については市民参画
で行います。また、多くの市
民が読めるように配布につい
て工夫します。

協働コミュニティ課 市民公募による男女平等推進
センター企画運営委員会が企
画編集を行い情報誌を作成
する。多くの市民が読める方
法を検討する。

2

協働コミュニティ課 講座やイベントの開催につい
て市報、市ホームページ、市
民掲示板等で、情報提供の機
会を周知する。年２回のパネ
ル展や男女平等推進センター
内の掲示による情報提供を行
う。

3

秘書広報課 ホームページのリニューアル
を検討する中で他媒体の検討
や効果的な情報提供につい
て検討する。

4

社会教育課 市民からの求めに応じ、男女
平等に関する学習情報の提
供を行う。

5

公民館 女性対象講座や市民団体の
求めに応じ、ジェンダーの視
点に基づいた学習情報提供
を行う。

6

図書館 テーマ展示等で図書情報の
提供に努めたい。

担当課目標体系番号

②情報の提供 男女平等意識や男女平等参画
について、市報、市ホーム
ページ、パネル展などさまざ
まな媒体を通して、情報提供
を行います。

Ⅰ-1★（１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

Ａ

情報誌パリテを10月と１月に合わせて21,000部を発行
配布し、ホームページに掲載をした。
男女平等推進センター企画運営委員会において市民
が手に取りやすい、読みやすい、目を引く構成にする
ことを主眼として、表紙等の色の選定やイラストについ
て細かく検討し、四コマ漫画を取り入れたり、小見出し
の文章やコーナーの配列に気を配り、分かりやすい文
章表現にこだわって編集を行った。　特集記事につい
ても、白河桃子さん、佐藤博樹さんのワーク・ライフ・バ
ランスを基軸にした女性のライフプランや今必要とされ
る管理職について述べたものを掲載した。

男女平等のテーマを掲げな
がらも、市民の求めるもの、時
流を考慮し適切な情報を提
供することを本務として、多く
の市民に手に取ってもらい読
んでもらえる情報誌のあり方
を男女平等推進センター企
画運営委員会において継続
検討する。

Ａ

情報誌『パリテ』は年々工夫が凝
らされ、読みやすい記事などが
増えている。特に見出しの文章も
平易で分かりやすいものであり、
イラストもよい。今後の課題として
は、配布方法で、普段男女平等
意識を持たない人にも、いかに
すればこういった情報誌を手に
とってもらえるのか、考える必要
がある。

Ａ

「男女共同参画週間事業」「女性に対する暴力をなく
す運動週間事業」及び講座８回（内連続講座３回と４回
があり）実施を市報、ホームページ、市民掲示板等に
掲載して、啓発を行った。また、東京ウィメンズプラザな
ど啓発事業のポスターやチラシなど数多く、パリテでの
掲示を行った。さらに、東京ウィメンズプラザフォーラム
パネル展に参加し、西東京市の男女平等参画をPRし
た。

男女平等意識や男女平等参
画について、市報、市ホーム
ページ、パネル展などさまざ
まな媒体を通して、情報提供
を継続する。
　加えて、３市連携事業（3か
年）の初年度として、市域に
限らず３市圏域に情報提供の
場を広げていく。

Ａ

情報提供は着実に行われてい
る。特に東京ウィメンズプラザな
ど、都民の出入りの多い場所で
のパネル展に参加したことは評
価できる。
　しかし、西東京市内では事業
や講座の存在に関して、「知らな
い」と答える人も多く、情報の提
供の方法も今ひとつの工夫が必
要だと考える。

Ｂ

市報・ホームページともに、常に男女平等の視点を持
つことを係員および委託業者の共通認識として持ち、
男女平等の情報発信を行った。
また、協働コミュニティ課の依頼により、男女共同参画
週間のPR、講演会・パリテまつりの開催情報の提供な
ど、男女平等に関する啓発も行った。
ツイッターおよびフェイスブックの試行運用により、視覚
的な効果特性を活かした情報も発信した。

持ちうる広報媒体（市報・ホー
ムページ（SNSを含む。））を最
大限に活用しながら、引き続
き紙面およびホームページ画
面について男女平等意識に
留意し、情報提供していく。

Ｂ

ホームページの更新に関して
は、係員と委託業者の共通認識
はあっても、市民をそのページま
で誘導する意識の流れまで考え
ないと、ホームページの「男女平
等参画」の意識向上には結びつ
かない。トップ画面の更新が必要
であろう。

Ａ

生涯学習人材情報のデータ更新、整備を行い、ホーム
ページ等で制度のPRを行った結果、平成27年3月31
日現在の登録者は70人（121件）であった。登録者70
人のうち女性登録者は半数以上の37人となっており、
女性の積極的な地域活動への参画がうかがえる。市民
からの求めに応じて女性講師を紹介するなど、女性の
活動機会の提供を行った。

求めに応じた適切な情報提
供ができるよう、学習情報の
収集整備に努める。

Ｂ

生涯学習は、高齢化する西東京
市の中で市民の男女平等参画
意識の向上に寄与する。その意
味で社会教育課で自ら積極的に
講師を開拓する努力が求められ
る。

Ｂ

窓口において、ジェンダーの視点を含むサークル紹介
や講師紹介等、学習相談に応じる準備をした。

学習情報提供を必要としてい
る市民の状況を調査し、効果
的な提供方法を検討する。 Ｂ

西東京市内の公民館で、ジェン
ダーの視点の活動は徐々に増え
ているが、更なる学習相談に応
じられるようなリストが必要であろ
う。

Ｃ

テーマ展示は実施できなかったが、放送等他の図書
紹介の機会を活用した。

年度計画の中に取り込んで
いく。 Ｃ

図書館の年次計画の中に男女
平等参画のテーマ展示を盛り込
む必要がある。

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

7 （１）

③パリテまつ
りの開催

パリテまつりを開催し、多く
の市民に向けて、男女平等参
画について発信します。

協働コミュニティ課 男女平等推進センターパリテ
まつり実行委員会による第７
回パリテまつりを開催する。

9

子ども家庭支援センター 子育て広場にて子育て中の
父親を対象としたイベントを実
施する。

10
公民館 女性を対象にした学級・講座

を10講座程度実施する。

8

①男女平等参
画 の 視 点 に
たった各種講
座の開催

男女平等参画に関わるさまざ
まな問題について、共に考
え、理解し、自ら解決する力
をつけるために各種講座を開
催します。

協働コミュニティ課

（２）

Ⅰ-1★

企画運営委員会の企画による
講座として、男女平等の視点
にたった基礎講座と共通講座
を開催し、他機関との協働に
よる事業、DV被害者支援のた
めの自立支援講座を開催す
る。
また、パリテまつり内でも男女
平等の視点にたった講座等を
開催する。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

16人の実行委員と19の参加団体により、男女平等で幸
せな社会を」をテーマにして、第７回パリテまつりを開催
した。来館者は約801人であった。
主な内容
○講演会
「スポーツ界から見た男女平等参画」
講師：山口香さん（筑波大学体育系准教授）
参加人数　70人（託児０人）
○講座
回数：３回、参加人数：143人（託児０人）
○体験会
回数：６回、参加人数：90人と14組（託児13人）
○上映会
回数：１回、参加人数：89人（託児15人）
○「終活」無料相談コーナー
参加人数：20人
○パネル・作品展示
○喫茶・軽食・雑貨・生花販売、イートイン休憩コー
ナー

全体の参加者は若干減少し
たが、新たな参加団体も加わ
り、内容としては充実してい
る。また、実行委員会と行政と
の協働関係も良好であると実
感している。次年度も継続実
施予定である。

Ａ

パリテまつりは１９もの参加団体
が協力したこと、また行政と実行
委員会が協力して「男女平等参
画」に関する市民の意識向上を
考えたこと、参加者が８００名を上
まったことなど、高く評価できる。
来年度は更なる参加団体と講演
や講座を企画・実施できるようの
ぞみたい。

Ａ

父親支援事業(乳幼児と父親の遊びを通じた交流と、
父親同士の意見交換)を、市内2ヶ所の子育て広場で
継続実施した。実施回数は12回（各広場6回ずつ）延
べ参加者数は517人(前年度より72人増）であった。子
育て広場のページにて、イベントの詳細を記載してい
る。

父親支援事業の内容の充実
を図る。

Ａ

父親支援事業の参加者が５１７
人と前年を大きく上まり、若い父
親の参加者増加、来年度も更な
る内容の充実を期待する。

Ａ
保育付の女性対象講座を10講座実施し、保育室のな
い館でも女性対象講座を実施した。

26年度実績を維持する。
Ａ

保育付きの女性講座をより充実
させることを臨む。

様々な年代や男女の興味関心
を考えて企画が行われている。
　基礎講座では「ストレス対処
法」「女性の自分磨き」「私の未
来」「てしごとカフェ」などタイトル
の付け方も市民が参加しやすい
ものとなっている。
共通講座ではアラ還世代の男性
対象、若い父親と子供対象、な
ど男性を対象とした講座で特に、
アラ還世代の講座の参加者が９
９人というのは講座のテーマのお
もしろさからの数値と思われる。

ＡＡ

企画運営委員会の企画による講座
基礎講座　５回
１．　「気持ちを楽にするストレス対処法」
　参加者　40人　託児　12人
２．３回連続講座「 女性が輝くことを期待されている今
だから…“わたし”の磨き方レッスン」
　参加者　延べ53人　託児　延べ19人
３．「上映会「Girl Rising～私が決める、私の未来～」、
参加者　19人　託児　３人
４．「ほっと一息！てしごとカフェ（ハニカムボールの製
作）」、　参加者　10人　託児　８人
５．「ほっと一息！てしごとカフェ（雪柄コースターの製
作）」、　参加者　９人　託児　４人
共通講座　３回
１．４回連続講座　アラ還世代の男塾～さらなる自分を
見つめて～、　参加者　延べ99人
２．「パパとダンボール電車を作ろう」
　参加者　29人　託児　２人
３．「男子校・女子校ってどんなところ」
　参加者　13人　託児　０人

 ＤＶ被害者のための自立支援講座
１．「 ～タッピングタッチ～こころとからだのリラクゼー
ション」
２．「これだけは知っておきたい法律知識～夫婦と子ど
もの問題をめぐって～」
３．「ＤＶ・モラルハラスメントによる被害者の心身と子ど
もへの影響」
４．「タッピングタッチ２～こころもからだも大切に～」、
参加者　延べ72人　託児　延べ13人

【第７回パリテまつり】
2/2から2/13まで実施の間、講演会1回、講座3回開催
した。

男女平等参画を推進する上
ではありとあらゆる知識や多
様な分野を研究することが必
要であることを踏まえ、偏重的
な内容にならないようバランス
よく問題を提供する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

11

協働コミュニティ課 男女平等に関する資料の収
集及び図書の購入や図書
コーナーの配置や資料の配
架などの工夫を図り貸し出し
を実施する。

12

図書館 啓蒙を図るため資料の収集お
よび情報提供を行います。

13

①情報誌パリ
テや講座等に
よ る メ デ ィ
ア ・ リ テ ラ
シーの教育の
実施

情報を取捨選択し活用する能
力など、メディア・リテラ
シーの普及と教育を実施しま
す。

協働コミュニティ課 ホームページや情報誌で関
連記事の掲載をすすめ、リテ
ラシーの関係する講座等を企
画していく。

14

協働コミュニティ課 市発行物の表現における状
況把握の方法を検討する。

15

秘書広報課 各市の動向やガイドラインの
視点など調査研究する

16

①男女平等の
視点に立った
名簿等の活用

学校における名簿等の作成に
あたっては、男女平等の視点
にたって児童・生徒一人ひと
りが自分らしく自立し、生き
生きと個性と能力を発揮でき
るよう留意します。

教育指導課 「男らしさ」や「女らしさ」をすべ
て否定する考え方に基づいて
名簿を作成することがないよ
う、引き続き校長に依頼してい
く。学校における名簿等の作
成にあたっては、男女平等の
視点に立って児童・生徒一人
ひとりが自分らしく自立し、生
き生きと個性と能力を発揮で
きるよう留意させる。

17

②固定的な性
別役割にとら
われない進路
指導の実施

児童・生徒が、性別にとらわ
れず、個々の能力を発揮でき
る進路を選択できるように、
幅広い進路を提示し、指導し
ます。

教育指導課 中学校の職場体験は年間３日
間、全校で実施する。生徒の
受け入れ先については、固定
的な役割にとらわれない進路
指導を考慮し選定させる。校
長会議、進路指導主任会、指
導主事による学校訪問等で東
京都教育委員会作成資料を
配布し、ガイダンス機能を生か
したキャリア教育の重要性に
ついての理解を深め、中学校
での職場体験や職場訪問をよ
り充実させている。

（３）

②資料の収集
と図書の貸し
出し

市民が男女平等参画について
学び、情報を入手できるよう
に、男女平等に関する資料の
収集や図書の貸し出しを行い
ます。

②市発行物の
表現における
男女平等ガイ
ドラインの作
成・配布

市報や市発行物における表現
において、男女平等の視点が
徹底されるようガイドライン
を作成し、配布します。

（１）

Ⅰ-1★

（２）

Ⅰ-2
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

各市の計画や情報誌等資料・女性問題関係の各月刊
誌・女性情報(女性に関する新聞記事掲載)等を図書
コーナーに設置し、いつでも市民が学習できるよう環
境を常時整備している。また、男女平等推進センター
内の案内板を作成するなど工夫した。
今年度79冊とビデオ3本の貸し出し用図書等を増加し
た。蔵書823冊、ビデオ51本
○26年度貸出し　118冊
○25年度貸出し 　90冊

図書館とは違う図書コーナー
の設置を心がけ、図書資料が
手に取りやすく、調べたいこと
を仲間と話し合いながら論議
を深めて行けるようにしてい
く。
資料リストを改定して、検索し
易くする。

Ｂ

図書資料の設置場所の工夫を
更に進めていただき、少なくても
一年に２００冊以上の貸し出しを
目指していただきたい。

Ａ

図書館全体の蔵書構成バランスの中で、市民が情報
収集できるよう、資料収集と提供を行った。

資料収集および提供を継続
する。

Ｂ

男女平等参画にかかわる資料収
集と提供がより行えるよう、提供
場所を増やす努力が求められ
る。

Ｃ

平成26年度の企画運営委員会で平成27年度に発行
する情報誌にメディア・リテラシーに関する記事を掲載
する編集方針を決定した。

情報誌のインフォメーション
コーナーにメディア・リテラ
シーのインタービュー記事を
載せる。 Ｃ

メディア・リテラシーに関してはイ
ンタビューだけではなく、先進国
での取り組みなども情報提供す
ることが望ましい。

Ｂ

他自治体の実施状況などアンケート調査を実施し、ガ
イドライン作成に関する情報を入手した。

ガイドラインについて、国の動
向等を注視し、庁内関係課と
協議のうえ作成計画を検討す
る。

Ｃ

西東京市の発行する市報や発
行物に男女に関する「差別的」な
表現が含まれていないか、ガイド
ラインの作成は重要である。

Ｃ

協働コミュニティ課と調整 各市の動向やガイドラインの
視点など調査研究する Ｃ

各市のガイドラインを比較調査、
検討することが重要である。

Ｂ

男女平等参画の正しい理解に基づいて名簿を作成す
るよう、校長へ依頼するとともに、学年や学級で名簿の
書式が統一されないことのないように指導した。学校に
おける名簿等の作成にあたっては、男女平等の視点
に立って児童・生徒一人ひとりが自分らしさを発揮でき
るような教育環境をつくり、個性と能力ができるよう留意
させた。

　学校における名簿等の作成
にあたっては、男女平等の視
点に立つよう留意させる。ま
た、それぞれの教育活動のね
らいや児童・生徒の発達段階
を踏まえながら、児童・生徒
一人ひとりの心情を考慮して
取組むようにさせる。

Ｂ

男女が同等であり、人間一人一
人に尊厳があることを名簿からも
指導すること、中学校の名簿が
「男子生徒」「女子生徒」の順番
になされていることは、男性が
先、女性は後に続くものという暗
黙の意識を育てることにつながる
ため、改善を必要としている。

Ｂ

中学校の職場体験は年間３日間、全校で実施し、生徒
の受け入れ先については、固定的な役割にとらわれな
い進路指導を考慮し選定させた。
校長会議、進路指導主任会、指導主事による学校訪
問等で東京都教育委員会作成資料を配布し、ガイダ
ンス機能を生かしたキャリア教育の重要性についての
理解を深め、中学校での職場体験や職場訪問をより充
実させた。

次年度も中学校の職場体験
を年間３日間、全校で実施す
る。生徒の受け入れ先につい
ては、固定的な性別役割分
担意識にとらわれず個性と能
力を伸ばすとともに、一人ひと
りの個性を尊重する進路指導
を考慮させる。また、進路指
導主任会等で、個人の能力・
適性を生かした進路を選択
し、主体的に進路を選択でき
る能力や態度を育てるよう資
料等を活用して指導する。

Ｂ

中学生が年間三日間、全校で職
場体験職場訪問することで、将
来の自分の生き方を考える良い
きっかけとなる。
　男女の性差を超えた体験が実
施されることで個性を尊重した教
育の機会となりうる。（★「取組み
計画」が現在形の文であることに
対し、「執行状況・事業評価」は
上記文を過去形にしたものであ
る。執行状況だけでなく事業評
価も書いていただきたい。）
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

18

協働コミュニティ課 情報誌「パリテ」を全中学校生
徒に配布する。

19

教育指導課 小・中学校全校において、家
庭科の男女共修が実施されて
いる。将来において社会と家
庭に男女が共に寄与する資
質の形成が図られる、教育課
程への位置付けと年間指導計
画の作成を適切に行うように
する。

20

④男女平等参
画 の 視 点 に
たった公民館
事業の実施

広く市民に向けて、男女平等
意識の浸透と定着を図るた
め、男女平等の視点にたった
講座を実施します。

公民館 男女平等の視点にたった基礎
講座と共通講座を開催する。

21

協働コミュニティ課 男女平等の視点をもった本等
を園や館で紹介できる方法の
検討、また、パリテの資料所蔵
を順次増やしていく。

22

保育課 男女平等の視点をもった図書
の情報把握、共有に努め、意
識啓発に努める。

23

児童青少年課 意識啓発の促進

24

図書館 おはなし会や絵本と子育て事
業会場などで、関連する絵本
や児童書の紹介を継続する。
また、資料購入やすいせん図
書選定の際にも考慮していく
ことで、紹介の場をひろげてい
く。

25

①男女平等の
視点にたった
子育て情報誌
の作成･配布

男性と女性がともに子育てに
携わり、男女平等の視点を
もって子育てができるよう
に、子育てハンドブック等を
作成し、配布します。

子育て支援課 子育てハンドブックを作成し配
布する。（4,000部）

26

子育て支援課 幼稚園補助金として、幼稚園
教諭の研修参加費の補助を
実施する。
（市内私立幼稚園13園・類似
施設３園）

27

保育課 専門研修の参加、各園OJTの
実践等により、保育の基本理
念として意識の向上に努め
る。

28

児童青少年課 研修参加への啓発

幼児や子どもの育成に携わる
保育士や幼稚園教諭、学童指
導員等が、男女の固定的性別
役割分担意識にとらわれず、
男女平等意識に基づいて、保
育や教育等ができるよう、研
修への参加者を増やします。

②保育士等職
員を対象とし
た男女平等意
識の啓発研修
への参加促進

⑤保育園や児
童館、図書館
な ど に お い
て、男女平等
の視点をもっ
た関係図書の
紹介

保育園や児童館、図書館など
において、男女平等の視点を
もった本・絵本・児童書など
を紹介します。

③学校等にお
ける男女平等
教育の実施

男女共修や妊婦体験、介護体
験など、あらゆる場における
人権教育を通じて、男女平等
教育を実施します。

Ⅰ-2

（１）

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

男女平等参画に関する情報誌「パリテ」を全中学校生
徒向けに配布した。

引き続き、情報誌パリテの配
布を全中学校生徒向けに継
続する。 Ａ

引き続き、実施していただきた
い。

Ｂ

小・中学校全校において、家庭科の男女共修が実施さ
れている。将来において社会と家庭に男女が共に寄与
する資質の形成が図られる、教育課程への位置付けと
年間指導計画を適切に作成させた。

小・中学校全校において、家
庭科の男女共修が実施され
ている。将来において社会と
家庭に男女が共に寄与する
資質の形成が図られる、教育
課程への位置付けと年間指
導計画の作成を適切に行うよ
うにする。

Ｂ

引き続き、継続実施をお願いし
たい。（★「取組み計画」が現在
形の文であることに対し、「執行
状況・事業評価」は上記文を過
去形にしたものである。執行状況
だけでなく事業評価も書いてい
ただきたい。）

Ｂ

公民館事業評価によると「男女共同参画」に関する事
業数は3にとどまったが、「子育て」(22講座実施)、「人
権」(17講座実施)の中でも男女共同参画を視野に入れ
て実施した。

女性を対象にした講座に男
女共同参画の視点をより強く
意識すること。 Ｂ

「男女共同参画」を意識した講座
を引き続き実施していただきた
い。

Ｂ

男女平等に関する絵本・児童書として、14冊を新規に
購入した。購入の際の選定に、図書館との連携を実施
した。特色として、女性が主人公でどんなことでも頑張
る姿を描いくことを題材とした資料を購入した。
資料
「ひつじのロッテ」「ゆうかんなアイリーン」「かあさんのい
す」「ワンガリの平和の木　アフリカでほんとうにあった
おはなし」「ふわふわしっぽと小さな金のくつ」「ＣＯＣＯ
はとびきりかわったこ」「ウソつきなチルル姫」「しげちゃ
ん」「ぼくのママはうんてんし」「しげるのかあちゃん」

絵本が中心であったので、絵
本も含め読み物として児童・
ヤングアダルトまで範囲を広
げた資料を購入していく。な
お資料・図書の選定について
は、図書館との連携を継続す
る。 Ｂ

図書館との連携を継続するととも
に、増冊に努めていただきたい。

Ａ

関係機関紙等のおすすめの本なども参考に図書を選
択するよう努め、保育において意識啓発に取り組んで
いる。

今後も意識啓発に取り組んで
いく。

Ｂ

引き続き、図書購入に努め、意
識啓発に取り組んでもらいたい。

Ａ

意識啓発を促す図書の整備 意識啓発の促進

Ｂ

引き続き、児童館・児童センター
等の図書の整備をお願いした
い。

Ａ

実施した。 紹介や選書について、これま
で同様に考慮することを継続
する。

Ａ

引き続き、推進されたい。

Ａ

子どもを育てる方への情報提供として、子育てハンド
ブックを作成しました。作成に当たっては、男性・女性
が、ともに子育てを行うことを想定して、男女平等を意
識しつつ編集しました。

今後も、子育てハンドブックを
作成し、男性・女性ともに子
育てに必要となる情報を提供
します。

Ａ

引き続き、実施をお願いしたい。

Ａ

幼稚園補助金により、幼稚園教諭の研修参加費等を
補助しました。（市内幼稚園13園・類似施設3園）

幼稚園補助金を継続します。

Ａ

引き続き、継続をお願いしたい。

Ａ

各保育士研修及び各園OJT等により意識啓発を行い
実践している。

意識啓発を図り実践してい
く。

Ａ

保育士研修の積極的な参加を
お願いしたい。

Ｃ

年2回発行される「男女平等情報誌パリテ」を施設ごと
に回覧し、指導員の自己啓発を図っている。

意識啓発の促進

Ｃ

「男女平等情報誌パリテ」の回覧
の実施の他、専門研修の参加
等、意識の啓発に取り組んでい
ただきたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

29

③男女平等教
育を推進する
ための教員の
研修の実施

教員が男女の固定的性別役割
分担意識にとらわれず、男女
平等意識に基づいて、子ども
たちを教育・指導することの
効果・必要性を学び、現場で
役立てられるような研修を実
施します。

教育指導課 「人権教育プログラム」（平成
26年３月　東京都教育委員会
作成）の全教職員への配布。
若手教員１年次研修会、人権
教育研修会での指導主事に
よる講義、人権教育推進委員
会の設置、指導主事による学
校訪問時の指導・助言を行
う。また、都内人権尊重教育
推進校の発表会に人権教育
推進委員を参加等させ、その
成果を校内の教職員に周知
する。人権教育推進委員会で
本市における人権教育研修
会の重点を決め、意図的・計
画的に研修を実施している。

30

協働コミュニティ課 会議の場へ出向くなど、情報
誌「パリテ」の配布により意識
の醸成を図る。

31

生活福祉課 男性の民生委員の割合を高
め、性差を意識することなく活
動を推進していきます。

32 （３）

①関係部署を
対象とした男
女平等意識の
啓発

市の各種相談窓口等、日常生
活において市民が接する機会
の多い関係部署の職員を対象
に、男女平等参画の必要性と
意識の醸成を図ります。

協働コミュニティ課 情報誌「パリテ」の配布により
意識の醸成を図る。

33

協働コミュニティ課 男女登用率の平均化を図る。

34

企画政策課 【行財政改革推進委員会】
任期：H24.8.27～H26.8.26
平成26年8月に委員が改選さ
れることになっているため、そ
の際には女性の登用に留意
し、前委員会の女性登用率か
らは向上を図る。(前委員会の
女性登用率：12.5％)

【使用料審議会】
任期：H24.10.18～H25.10.17
平成26年10月に委嘱が予定
されている。委員選定の際に
は女性の登用に留意し、女性
登用率の向上を図る。(前審議
会の女性登用率：20％)

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が
40％になるよう、女性の登用
に努めます。
②すべての審議会や委員会等
に女性委員が登用されるこ
と、また、特定のテーマにお
いて男女の比率が大きく偏ら
ないように、女性の参画状況
調査を行います。
③審議会や委員会に女性が参
画しやすいように、会議日時
の配慮等、環境整備に努めま
す。

民生委員・児童委員や町内会
長など地域のリーダーが男女
平等参画の必要性を理解し
て、地域活動を推進できるよ
うに、意識の醸成を図りま
す。

④民生委員・
児童委員や地
域の団体等へ
の啓発

（１）

Ⅰ-2

（２）

Ⅰ-3
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

「人権教育プログラム」（平成26年３月　東京都教育委
員会作成）を全教職員へ配布した。
若手教員１年次研修会、人権教育研修会での指導主
事による講義をしたり、人権教育推進委員会の設置、
指導主事による学校訪問時の指導・助言を行った。
都内人権尊重教育推進校の発表会に人権教育推進
委員を参加等させ、その成果を校内の教職員に周知し
た。人権教育推進委員会で本市における人権教育研
修会の重点を決め、意図的・計画的に研修を実施し
た。

「人権教育プログラム」（平成
27年３月　東京都教育委員会
作成）を全教職員への配布す
る。
若手教員１年次研修会、人権
教育研修会での指導主事に
よる講義をする。
人権教育推進委員会の設
置、指導主事による学校訪問
時に指導・助言する。
都内人権尊重教育推進校の
発表会に人権教育推進委員
を参加。その成果を校内の教
職員に周知する。
人権教育推進委員会で本市
における人権教育研修会の
重点を決め、意図的・計画的
に研修を実施する。
学校訪問を随時行い人権教
育を推進する。

Ｂ

引き続き、研修を実施していただ
きたい。（★「取組み計画」が現
在形の文であることに対し、「執
行状況・事業評価」は上記文を
過去形にしたものである。執行状
況だけでなく事業評価も書いて
いただきたい。加えて「次年度の
課題」もおおむね同文のままで
ある。）

Ｂ

女性に対する暴力をなくす運動週間事業のご協力に
際し、民生委員・児童委員の定例会に出席をし、情報
誌パリテ13号（10月発行）を委員全員に配布した。その
後、パリテまつり実施前に14号を同じく全員に配布し
た。

民生委員は定例化しつつ、
社会福祉協議会と連携して
福祉関係の地域活動団体に
当たってみる。

Ｂ

民生・児童委員、ささえあいネッ
トワーク、ほっとネットステーション
等の団体に対して、ご協力に期
待したい。

Ｂ

年度中９名委嘱したが、男性はその内１名であった。民
生委員としての適任者として推薦のあった者を委嘱す
るため、男性の比率を意識的に高めることは難しい。

民生委員の職務の中で、差
別的、優先的な取扱いをする
ことの無いよう、意識の徹底を
図る。

Ｂ

引き続き、男性の比率を高めるよ
う民生推薦委員会に期待した
い。

Ａ

年2回発行計21,000部の情報誌をつぎの場所に配布
した。
配布先
市庁内各課、図書館、公民館、保育園、児童館、地区
会館、福祉会館、子ども家庭支援センター、市民会館

引続き情報誌の配布を行う
が、掲示板やホームページな
ど市職員がよく閲覧するツー
ルに情報を掲示していく。 Ｂ

市庁舎職員の男女平等参画の
必要性と意識の醸成は本計画推
進の基幹である。情報誌『パリ
テ』配布だけでその役ができない
ことは明らか。より具体的・積極
的な対応を望む。

Ｃ

【男女平等参画推進委員会】
H24.7～H26.7　男5人　女9人　登用率64％
H26.7～H28.7　男6人　女9人　登用率60％
【企画運営委員会】
H24.6～H26.6　男1人　女7人　登用率88％
H26.6～H28.6　男2人　女6人　登用率75％

継続して各課へ丁寧に男女
平等参画の意義を理解しても
らう。

Ｂ

男女平等参画推進委員会及び
企画運営委員会とも女性登用率
が高いことを喜びつつも今後は
男性の登用を心がけ、男女どち
らかに偏らずにバランスよく登用
していただきたい。

Ｂ

【行財政改革推進委員会】
H24.8.27～H26.8.26
男７名　女１名　登用率12.5％
H26.11.7～H28.11.6
男６名　女２名　登用率25.0％

【使用料等審議会】
任期：H24.10.18～H25.10.17
男4名　女1名　登用率20％
任期：H26.10.9～H27.10.8
男4名　女1名　登用率20％

【行財政改革推進委員会】
委員改選に当たっては、学識
経験、委員適正等、選考基準
に則って選定することとなる
が、評価得点が同数となった
場合等においては、積極的
に女性登用を行っていく。

【使用料等審議会】
平成27年10月以降の委員改
選に当たっては、学識経験、
委員適正等を勘案して選定
することとなるが、多角的な視
点を含める意味でも、女性登
用率の向上に努めていきた
い。

Ｂ

女性委員の登用を進めて行って
いただきたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

35

情報推進課 【情報政策専門員】
現任者以外の登用を行うことと
なった場合は、女性の採用も
含めて検討する。

36

総務法規課 平成26年度は任期中につき、
委員の変更は予定していな
い。引き続き現状維持に努め
る。

37

管財課 　財産価格審議会は、財産の
処分等に関し、適正な価格等
を評定することを目的に設置
しており、現在委員には学識
経験者として不動産鑑定士3
人(うち女性1人)と市職員1名
を委嘱又は任命している。財
産の価格等を評定するという
ことで、その専門家である不動
産鑑定士に委嘱しているが、
女性の不動産鑑定士の数が
非常に少ない。東京都不動産
鑑定士協会に登録している不
動産鑑定士等は、平成25年
12月現在で169人で全体の約
９％にとどまっている。そのよう
な状況の中で、女性登用率の
40％を達成することは非常に
困難な状況である。

38

契約課   西東京市入札等監視委員
会は学識経験を有する者３名
で構成され、入札及び契約手
続の公平性並びに透明性を
確保するため、発注した工事
等に係る入札及び契約手続
の運用状況等について審議
を行っている。
　来年度に任期替えとなるが、
再任とならず改選となる場合
には、女性委員１名の登用が
できるよう人選について努力
する。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が
40％になるよう、女性の登用
に努めます。
②すべての審議会や委員会等
に女性委員が登用されるこ
と、また、特定のテーマにお
いて男女の比率が大きく偏ら
ないように、女性の参画状況
調査を行います。
③審議会や委員会に女性が参
画しやすいように、会議日時
の配慮等、環境整備に努めま
す。

Ⅰ-3 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

【情報政策専門員】
Ｈ25.4～Ｈ26.3　男性１人、女性0人　登用率0％
H26.4～H27.3　男性１人、女性0人　登用率0％
女性に適任者がいれば登用していきたいと考える。

【情報政策専門員】
性別による登用は考えていな
いが、現在の専門員以上の
女性の適任者を探すのは難
しい。
今後、現任者以外の登用を
行うこととなった場合は、女性
の採用も含めて検討する。

Ｃ

1名の枠に、同じ方が歴任してい
る。性別による登用は考えていな
いということなので、専門員の枠
を2名に増やし、現状の男性専
門員に加えて、女性ならではの
視点を「専門員」への適任者要
件に入れるなど、努力を望む。

Ａ

【情報公開審査会】
任期：平成23年10月1日～平成25年9月30日
４人（男２人、女２人）女性登用率50％
任期：平成25年10月1日～平成27年9月30日
４人（男２人、女２人）女性登用率50％
【個人情報保護審議会】
任期：平成23年10月1日～平成25年9月30日
７人（男４人、女３人）女性登用率42.8％
任期：平成25年10月1日～平成27年9月30日
７人（男４人、女３人）女性登用率42.8％
【個人情報保護審査会】
任期：平成23年10月1日～平成25年9月30日
７人（男４人、女３人）女性登用率42.8％
任期：平成25年10月1日～平成27年9月30日
４人（男２人、女２人）女性登用率50％

現在、女性登用率の目標は
各審査会、審議会ともに達成
しており、引き続き女性委員
の登用率を40％に保つように
努める。

Ａ

バランスの良い登用を評価する。
次年度以降も期待する。

Ａ

【財産価格審議会】
任期：H23.８.１～H25.７.31
男３名　　女１名　　登用率25％
任期：H25.８.１～H27.７.31
男３名　　女１名　　登用率25％
会長は女性

男性不動産鑑定士等に比べ
て、10分の１にも満たない女
性不動産鑑定士等から男性
不動産鑑定士等に優るとも劣
らない優秀な女性不動産鑑
定士等を選び出すことが非常
に困難である。
しかしながら、平成27年度
は、改選の年度であるので、
40％は困難であるが、女性の
登用には努める。

Ｂ

平成25年12月「公益財団法人東
京都不動産鑑定士（HPより）」の
不動産鑑定士登録者数は1040
人であり、そのうち女性は130人
と12.5％である。この数字から学
識経験者として女性の任命は難
しい状況だと理解するが、逆の
発想で130人いるのだから、とい
う、視点に立ち、平成27年度の
改選時に女性の登用できるよう、
努力に期待する。

Ｃ

【入札等監視委員会】

任期　平成23年11月1日～平成25年10月31日
　　　男３人、女０人 登用率０％

任期　平成25年11月1日～平成27年10月31日
　　　男３人、女０人 登用率０％

委員の再任は妨げないとなっ
ており、現委員の兼ね合いも
あり難しい面はあるが、改選
が必要な際には、女性委員
の登用ができるよう人選につ
いて努力したい。

Ｃ

3名の学識経験者は、「弁護士・
大学教授・公認会計士」となって
いる。であれば、どの分野からで
も女性の登用が可能だと考えら
れる。現委員の兼ね合いもあり、
難しいという課題を担当課として
認識ているようだが、「女性なら
ではの視点がある大切さ」を、担
当課が意識し、改選時には「女
性の登用をお願いします」などの
声掛けなど、工夫することに期待
する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

39

危機管理室 女性委員の登用に努める

40

保険年金課 国民健康保険運営協議会は
任期が2年間であるため、平
成26年度は推薦・一般公募は
行わない。

41

健康課 西東京市予防接種事故調査
委員会及び西東京市健康づ
くり推進協議会委員に欠員が
あった場合、女性の登用に努
める。

42

生活福祉課 保健福祉審議会等女性委員
の割合を高めます。
女性を含めた委員が参画しや
すい開催に努めます。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が
40％になるよう、女性の登用
に努めます。
②すべての審議会や委員会等
に女性委員が登用されるこ
と、また、特定のテーマにお
いて男女の比率が大きく偏ら
ないように、女性の参画状況
調査を行います。
③審議会や委員会に女性が参
画しやすいように、会議日時
の配慮等、環境整備に努めま
す。

Ⅰ-3 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｃ

【消防委員会】
任期：なし（各委員の所属機関等における職在職期間
中）又はＨ25.8.1～Ｈ27.7.31
男８名、女０名　登用率０％【Ｈ26.3.31現在】
男８名、女０名　登用率０％【Ｈ27.3.31現在】

【防災会議】
任期：なし（各委員の所属機関等における職在職期間
中）又はＨ26.4.1～Ｈ28.3.31
男29名、女４名　登用率12％【Ｈ26.3.31現在】
男27名、女６名　登用率18％【Ｈ27.3.31現在】

【国民保護協議会】
任期：なし（各委員の所属機関等における職在職期間
中）
男30名、女２名　登用率７％【Ｈ26.3.31現在】
男28名、女４名　登用率13％【Ｈ27.3.31現在】

女性委員の登用に努める

Ｃ

[消防委員会]においては、第2次
男女平等参画推進計画の時も
女性の登用が0であった。西東京
市の総合防災訓練など、市民参
加は平等であり、委員会におい
ても男女平等な視点で「防災」に
ついて、検証するべきである。こ
のことから、長年女性の登用が0
という事は、公平性にかけると評
価する。よって、次回改選時期に
は、関係組織に「女性の視点が
必要である。」という点を強調す
るなど、積極的な姿勢で、女性
の登用に理解を求めるなど、工
夫に期待する。

Ｃ

【国民健康保険運営協議会】
任期：H23.7.1～H25.6.30、男13名、女2名　登用率
13％
任期：H25.7.1～H27.6.30、男13名、女2名
登用率13％

関係団体等の推薦及び市民
公募について、女性の推薦
が少なく、一般公募は論文に
よるため優先的に委嘱してい
ない。実情に応じて採用を
行っていく。

Ｃ

欠員が出た際には、関係機関へ
「女性の推薦をお願いします。」
などの声掛けを積極的に行うな
ど工夫することに期待する。

Ｂ

【予防接種健康被害調査委員会】
任期：Ｈ23.6.1～Ｈ25.5.31、男7人、女0人　登用率0％
任期：Ｈ25.6.1～Ｈ27.5.31、男7人、女0人　登用率0％
【健康づくり推進協議会】
任期：Ｈ23.10.1～Ｈ25.9.30、男8人、女7人　登用率
46.7％
任期：Ｈ25.10.1～Ｈ27.9.30、男10人、女5人、登用率
33.3％

27年度10月　委員改選予定

Ｃ

【予防接種健康被害調査委員
会】については、平成19年より、
女性の登用が0である。西東京
市医師会への協力を取り付ける
など、委員会の目的などを理解
していただき、女性を選任できる
よる努力することに期待する。

Ａ

【民生委員推薦会】
任期：H22.10.1～H25.9.30
男性：4名、女性：8名　登用率：67％
任期：H25.12.1～H28.11.30
男性：8名、女性：10名　登用率：55％
【保健福祉審議会】
任期H23.9.1～H25.8.31
男性：8名、女性：2名　登用率：20％
任期H25.9.1～H27.8.31
男性：7名、女性：3名　登用率：30％
【地域福祉計画策定・普及推進委員会】
任期:H24.5.27～H26.5.26
男性：7名、女性：5名　登用率：42％
任期:H26.5.27～H28.5.26
男性：6名、女性：5名　登用率：45％

女性を含めた委員が参画し
やすい開催に努めます。

Ｂ

【保健福祉審議会】の女性委員
の登用率が少しは上がっている
が、まだ、目標の40％には至っ
ていない。次の改選の際には、
女性の登用率を高めることに、引
き続き期待したい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

44

障害福祉課 有償ボランティア輸送運営協
議会、障害支援区分認定審
査会、地域自立支援協議会、
地域自立支援協議会計画策
定部会で女性委員の登用率
が40％になるよう努める。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が
40％になるよう、女性の登用
に努めます。
②すべての審議会や委員会等
に女性委員が登用されるこ
と、また、特定のテーマにお
いて男女の比率が大きく偏ら
ないように、女性の参画状況
調査を行います。
③審議会や委員会に女性が参
画しやすいように、会議日時
の配慮等、環境整備に努めま
す。

高齢者支援課

43

改選時に男女比に配慮する。

Ⅰ-3 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

【有償ボランティア輸送運営協議会】
任期：Ｈ22.2.29～Ｈ24.2.28
男5名、女2名　登用率28％
任期：Ｈ25.2.18～Ｈ27.2.17
男7名、女１名　登用率13％
【障害支援区分認定審査会】
任期：Ｈ23.4.1～Ｈ25.3.31
男7名、女8名　登用率 53 ％
任期：Ｈ25.4.1～Ｈ27.3.31
男7名、女8名　登用率53％
【地域自立支援協議会】
任期Ｈ23.7.26～Ｈ25.7.25
男7名、女3名　登用率 30 ％
任期Ｈ25.7.30～Ｈ27.7.29
男4名、女4名　登用率50％
【地域自立支援協議会計画策定部会】
任期Ｈ24.11.15～Ｈ26.3.31
男5名、女3名　登用率38 ％
任期Ｈ26.5.27～Ｈ27.3.31
男7名、女4名　登用率36％

引き続き、登用率の上昇を目
指す。

Ｃ

【有償ボランティア輸送運営協議
会】は他の会議体に比べると、著
しく女性の登用率が低い。利用
者の対象は男女平等であり、女
性利用者の視点をもった協議会
の設置が望ましい。このことから、
「委員改選の時には女性の推薦
をお願いします。」などの声掛け
などの工夫を期待する。

【地域包括支援センター運営会
議】の女性登用率が他に比べて
著しく低くなっている。同協議会
設置要綱2-（5）に示されている
ように「センターの中立性を確保
し、円滑かつ適正な運営を図る」
とあるように、女性の登用に努
め、バランスのよい委員会メン
バーの構成を目指す事に期待
する。なお、他の委員会・審査
会・連絡会の女性登用率は40％
前後と比較的、バランスが取れて
いる。次年度も継続できることに
期待する。

Ｂ

・引き続き改選時に男女比を
配慮する。

【地域密着型サービス等運営委員会】
(平成25年4月23日～平成26年3月31日）
　男性：6名　女性：9名　計15名
　全体における女性登用率：60％
（平成26年4月15日～平成27年3月31日）
　男性：7名　女性：8名　計：15名
　全体における女性登用率：53.3％

【介護認定審査会】
（平成23年4月1日～平成25年3月31日）
　男性：43名　女性：25名　計68名
　全体における女性登用率：36.8％
（平成25年4月1日～平成27年3月31日）
　男性：41名　女性：24　計：65名
　全体における女性登用率：36.9％

【地域包括支援センター運営協議会】
(平成23年4月1日～平成25年3月31日）
　男性：10名　女性1名　計11名
　全体における女性登用率9.1％
(平成25年8月9日～平成27年3月31日）
　男性：10名　女性3名　計13名
　全体における女性登用率23.1％

【高齢者虐待防止連絡会】
（平成24年10月30日～平成26年3月31日）
　男性：9名　女性：4名　計：13名
　全体における女性登用率：30.82％
（平成26年12月8日～平成28年3月31日）
男性：7名　女性：6名　計：13名
全体における女性登用率：46.2％

Ａ
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

45

子育て支援課 女性が参画しやすいよう、保
育付の会議や多様な時間帯
での会議を実施します。

46

文化振興課 女性委員の登用に努める。

47

スポーツ振興課 スポーツ推進審議会委員の改
選時に女性の適任者がいれ
ば登用を図る。

48

産業振興課 改選する際には、女性の登用
を検討する。

49

環境保全課 環境審議会委員の任期満了
により、平成26年度公募市民
委員の改選を行った。その結
果、環境審議会委員において
女性委員の占める割合は
30％となった。
（参考）平成26年度審議内容：
西東京の環境施策に関するこ
との調査及び審査を行うこと。

50

ごみ減量推進課 審議会の委員の登用につい
て、女性委員の占める割合が
40％を下らないよう引き続き女
性の登用に努める。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が
40％になるよう、女性の登用
に努めます。
②すべての審議会や委員会等
に女性委員が登用されるこ
と、また、特定のテーマにお
いて男女の比率が大きく偏ら
ないように、女性の参画状況
調査を行います。
③審議会や委員会に女性が参
画しやすいように、会議日時
の配慮等、環境整備に努めま
す。

Ⅰ-3 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

【子ども子育て審議会】
任期：Ｈ25.8.22～Ｈ27.8.21、男性6人、女性10人、（専
門委員：男性0人、女性2人）、女性登用率63％（専門
委員を含むと67％）

【青少年問題協議会】（5月15日現在）
任期：Ｈ23.11.1～Ｈ25.10.31、男性8人、女性7人、女
性登用率46％
任期：Ｈ25.11.1～Ｈ27.10.31、男性7人、女性7人、女
性登用率50％

※子ども福祉審議会は、平成25年度の条例改正によ
り、子ども子育て審議会となりました。
※議題によっては、専門委員を置くことができます。26
年度の議題では、専門委員を置きました。
※女性の委員にも参画していただきやすいよう、会議
時間を多様に設定（午前・昼間・夜間）し、保育付の会
議として実施しました。（保育利用0人）

男女の比率については、関
係機関からの推薦者もいるた
め、調整が難しいところがあり
ます。
しかしながら、会議開催時間
の設定や、保育については、
今後も継続できるよう、努めま
す。

Ａ

バランスの良い登用を評価し、次
年度以降も期待する。
さらに、女性の委員にも参画して
いただきやすいよう、会議時間を
多様に設定（午前・昼間・夜間）
し、保育付の会議として実施して
いることは高く評価できる。庁内
での他の会議や委員会において
も、子育て支援課での工夫を奨
励するべきである。

Ｂ

【文化芸術振興推進委員会】
H24.8.1～H26.7.31　男10人　0％
H26.8.1～H28.7.31　男8人　女2人　20％

次年度は改選を予定してい
ないが、次期改選時には、女
性委員を積極的に登用する
よう努める。

Ｃ

欠員が出た時には関係機関へ
「女性の推薦をお願いします。」
などの声掛けなどを積極的に工
夫することに期待する。

Ｂ

【スポーツ推進審議会】
Ｈ23.7.1～Ｈ25.6.30
男８人、女２人　女性登用率20％
Ｈ25.7.1～Ｈ27.6.30
男８人、女２人　女性登用率20％
審議会委員10人中、９人が各推薦団体からの推薦によ
るものであり、公募枠は１人で女性であることから最大
限女性登用に努めている。

引き続き、委員改選時に当
たっては女性登用率に留意
する。

Ｃ

改選時には関係機関へ「女性の
推薦をお願いします。」などの声
掛けを積極的に行うなど工夫す
ることに期待する。

Ｃ

【農業振興計画推進委員会】
任期：Ｈ24.9.29～Ｈ26.9.28
男 9人、女 2人　登用率18％
任期：Ｈ26.9.29～Ｈ28.9.28
男 9人、女 2人　登用率18％

改選時の女性委員の登用

Ｃ

改選時には関係機関へ「女性の
推薦をお願いします。」などの声
掛けを積極的に行うなど工夫す
ることに期待する。

Ａ

【環境審議会】
任期：Ｈ24.7.1～Ｈ26.6.30
男８名、女２名　登用率20％
任期：Ｈ26.7.1～Ｈ28.6.30
男７名、女３名　登用率30％

平成26年度は、８月及び２月に開催。

本審議会委員の任期は平成
28年６月までであるため、平
成27年度についてもこれまで
と同様となる。
なお、委員の欠員が出た場
合には、補欠委員の募集を
行う。その際は、男女比に配
慮した登用を検討する。

Ｃ

欠員が出た際には、関係機関へ
「女性の推薦をお願いします。」
などの声掛けを積極的に行うな
ど工夫することに期待する。

Ａ

【廃棄物減量等推進審議会】
任期H23.7.1～H25.6.30　男10人、女5人
登用率　33.3％
任期：H25.7.1～H27.6.30　　男８名、女７名
登用率46.6％

平成27年度は審議会の委員
の改選があるので、当該委員
の登用について、女性委員
の占める割合が40％を下らな
いよう引き続き女性の登用に
努める。

Ａ

バランスの良い登用を評価する。
次年度以降も期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

51

都市計画課 【都市計画審議会】
 学識経験者に女性に適任者
がいれば積極的に登用を検
討する。

【地域公共交通会議】
 女性に適任者がいれば積極
的に登用を検討する。

52

下水道課 下水道審議会の開催

53

教育企画課 ・次期の委員を選出する際に
は、これまでの委員選出方法
を踏まえた上で、女性委員を
選出できるよう努めていく。

・委員全員が参加しやすいよ
う配慮し会議日時を設定す
る。

54

学校運営課 H26年度は任期中のため委員
の改選は予定していないが、
女性のみの委員構成とならな
いよう構成には引続き留意す
る。
委員の交代時には、男性委員
を委嘱・任命するよう努める。

55

教育支援課 固有の校長職等に委嘱する
ため調整が出来ない状況であ
るが、男女比を考慮した登用
を配慮できる環境を検討す
る。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が
40％になるよう、女性の登用
に努めます。
②すべての審議会や委員会等
に女性委員が登用されるこ
と、また、特定のテーマにお
いて男女の比率が大きく偏ら
ないように、女性の参画状況
調査を行います。
③審議会や委員会に女性が参
画しやすいように、会議日時
の配慮等、環境整備に努めま
す。

Ⅰ-3 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

【都市計画審議会】
任期：２年間（ただし、関係行政機関の人事異動があっ
た場合、後任は前任者の残任期）
　※人事異動による委員の交代は、いずれも前任・後
任とも男性委員。

任期　平成23年10月1日～平成25年9月30日
男11人　女6人　35.3％（26.3.31現在）
（議員6、関係行政機関3、学識6、市民委員2）
任期　平成25年10月1日～平成27年9月30日
男12人　女5人　29.4％（27.3.31現在）
（議員6、関係行政機関3、学識6、市民委員2）

【地域公共交通会議】
平成25年7月1日より「地域公共交通会議（法定会議）」
として発足
任期　平成25年７月１日～平成27年６月30日
男10人　女２人　16.6％（27.3.31現在）

【都市計画審議会】
審議会委員のメンバー構成
が学識経験者6名以内、市議
会議員6名以内、関係行政機
関の職員が3名以内、市民代
表が2名以内と限定され任期
が2年間となっている。構成員
の選定は、充て職、書類選考
によるものが多く、意図的に
女性の登用割合を上げること
は難しい。

【地域公共交通会議】
関係団体・関係機関の職員
が大半を占め、各団体の指
名により参画してもらうもので
ある。
　また、公募市民について
は、論文提出による選出であ
るため、女性委員に限定した
募集はできないので、意図的
に女性の登用割合を上げるこ
とは難しい。

Ｂ

【都市計画審議会】
　都市計画には女性や子供の視
点が欠かせない。市議、行政、
学識の半数は女性となるように
構成していく方法を検討してい
ただきたい。
【地域公共交通会議】
　地域公共交通会議での公募市
民についても、周知の方法を工
夫して女性の登用をあげるよう検
討していただきたい。

Ｂ

【下水道審議会委員】
任期H22.10.1～H24.9.30
男8名　女2名　登用率20％
任期H26.5.1～H28.4.1
男8名　女2名　登用率20％

審議会開催の予定なし

改選時には、女性適任者が
いれば積極的に登用に向け
検討する。

Ｂ

改選時の女性登用に向けて検
討を開始していただきたい。

Ａ

【奨学生選考委員会】
任期：平成23年４月１日～平成25年３月31日
男性４人、女性１人　登用率20％
任期：平成25年4月１日～平成27年３月31日
男性４人、女性１人　登用率20％
【西東京市立ひばりが丘中学校建替協議会】
任期：平成26年10月20日～平成27年３月31日
男性6人、女性13人　登用率68％
【西東京市立学校統合協議会】
任期：平成26年１月29日～平成26年3月31日
男性８人、女性12人　登用率60％
任期：平成26年5月28日～平成27年３月31日
男性6人、女性12人　登用率67％

今後とも女性が参画しやすい
環境整備に努める。

Ｂ

引き続き女性が参画しやすいよ
う環境整備に努めていただきた
い。また女性登用率６０％以上の
協議会については、女性だけに
偏ることなく、男性も登用できるよ
う努力していただきたい。

Ｂ

【学校給食運営審議会】
任期中のため、男性委員の登用は、退任・退職委員が
あったときのみの対応となる。
H27.3.31付で退職する副校長の後任に関しては、男
性により補充することを念頭に依頼した。
任期:H23.9.1～H25.8.31
男2名、女14名　登用率87.5％
任期:H25.9.1～H27.8.31
男1名、女15名　登用率93.75％

H27.8.31付任期満了につき、
公募委嘱・任命委員ともに、
女性のみの委員構成になら
ないよう、留意したい。

Ｂ

家庭も仕事も地域も男女がともに
協力して担う昨今の状況を鑑み
ても、女性だけに偏ることなく、男
性にも関心を持つ人は多い。ＰＴ
Ａ男性役員など検討をお願いし
たい。各小中学校へ依頼するこ
とができると考える。

Ａ

【就学支援委員会】
任期H23.5.1～H25.3.31
男13名、女13名　登用率、50％
任期H25.5.1～H27.3.31
男15名、女13名　登用率46％
【通級入級委員会】
任期H23.5.1～H25.3.31
男10名、女5名　登用率、33％
任期H25.5.1～H27.3.31
男9名、女6名　登用率40％

来年度は就学支援委員会、通級入級委員会共に、委
員選定の年度に当たっている。委員は概ね校長職な
ど役職に委嘱しているが、推薦委員に関しては可能な
限り女性登用率に留意し、調整を図るよう配慮したい。

平成27年度は任期切れによ
る委員選定があるが、委員の
女性比率は主に役職（校長
職）に委嘱していので自由推
薦枠において男女比のバラ
ンスが良くなるよう配慮してい
く必要がある。

Ａ

引き続き配慮をお願いしたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

56

社会教育課 社会教育委員及び文化財保
護審議会委員の女性登用率
の向上を図る。

57

公民館 平成26年度は、委嘱・任命の
予定はないが、欠員がでた場
合などは、男女比にも配慮す
る。

58

図書館 西東京市図書館設置条例第
６条に基づき、委員の選出を
行なう。

59

選挙管理委員会 「明るい選挙推進委員会」で、
推進委員の男女登用率の平
均化を図る。

60

①地域におけ
る女性のロー
ルモデルの発
掘と活用

地域でリーダーとして活躍す
る女性の情報を収集し、ロー
ルモデルとして市民に広報す
るとともに、審議会や委員会
等の委員、各種講座の講師と
して登用します。

協働コミュニティ課 地域でリーダーとして活躍す
る女性の情報を収集活用す
る。

61

②リーダー養
成講座の実施

審議会や委員会、地域活動
等、あらゆる場で男女を問わ
ず男女平等参画の視点をもっ
たリーダーを育成する。加え
て女性がリーダーとして参画
できるよう、リーダー養成講
座を実施します。

協働コミュニティ課 審議会などのメンバーを資源
として活用し、リーダー育成に
つなげていく。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が
40％になるよう、女性の登用
に努めます。
②すべての審議会や委員会等
に女性委員が登用されるこ
と、また、特定のテーマにお
いて男女の比率が大きく偏ら
ないように、女性の参画状況
調査を行います。
③審議会や委員会に女性が参
画しやすいように、会議日時
の配慮等、環境整備に努めま
す。

Ⅰ-3

（１）

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

【社会教育委員の会議】
H23.7.1～Ｈ25.6.30
男７名、女６名（公募委員２名中１名女性）
女性委員の占める割合46％
H25.7.1～Ｈ27.6.30
男７名、女６名（公募委員２名中１名女性）
女性委員の占める割合46％

【文化財保護審議会】
H23.7.1～H25.6.30
男７名、女１名
女性委員の占める割合12％
H25.7.1～H27.6.30
男７名、女１名
女性委員の占める割合12％

平成27年度の改選時に、登
用率の維持、向上に努める。

Ｂ

【社会教育委員の会議】
社会教育委員の女性登用率の
維持を引き続き努めていただき
たい。

【文化財保護審議会】
 専門性の問題があると思うが、
次の改選時には、女性の登用に
ついて向上できるよう工夫をお願
いしたい。

Ａ

【公民館運営審議会】
任期：Ｈ23.5.1～Ｈ25.4.30
男6名、女4名　登用率40％
任期：Ｈ25.5.1～Ｈ27.4.30
男8名、女6名　女性登用率43％
　

引き続き、バランスのよい登
用に努める。

Ａ

引き続きバランスの良い登用に
努めてもらいたい。

Ａ

【西東京市図書館設置条例第６条に基づき、委員を選
出した。】

【図書館協議会委員】
平成23年５月１日～平成25年４月30日
男６名、女４名　登用率40％
平成25年５月１日～平成27年４月30日
男７名、女３名　登用率30％

西東京市図書館設置条例第
６条に基づき、委員の選出を
行なう。

Ｂ

女性登用率の向上に向けて、選
出での工夫をお願いしたい。

Ａ

【明るい選挙推進委員会】
平成25年度内訳：男性7人、女性28人、登用率80％
（当該年度の委員の任期：Ｈ24.4～Ｈ26.3）
平成26年度内訳：男性7人、女性27人、登用率79％
（当該年度の委員の任期H26.4～H28.3）
※任期内での増減有

女性委員の割合を40%以下の
数値以下にすることなく、男
女比率の平均化に向けて、さ
らなる人材確保を進めてい
く。

Ｂ

男女比率の平均化にむけて努
めていただきたい。

Ｃ

地域で活躍する団体を設立した女性を、活躍するリー
ダーとして取り上げ、内閣府の調査に報告した。また、
審議会の委員長を努めてもらっている女性に基礎講座
の3回連続講座の講師をお願いした。
「女性が輝くことを期待されている今だから…“わたし”
の磨き方レッスン」をメインタイトルに3回の講座で延べ
53人の参加者を得た。

地域で活躍する女性のリー
ダー情報を収集し、新たなる
ロールモデルの選定へとつな
げる。

Ｂ

情報の活用の一層の促進を望
む。
講座の参加者を増やす為に、周
知の工夫、発信、宣伝に工夫が
必要である。

Ｂ

「女性が輝くことを期待されている今だから…“わたし”
の磨き方レッスン」をメインタイトルにした講座におい
て、その後自主グループの育成を支援するためのフォ
ローアップを実施したが、グループづくりには残念なが
らつながらなかった。

引続きリーダー養成講座の実
施に向け検討する。

Ｂ

リーダー養成講座の内容の検
討、周知、発信、宣伝の効果的
な工夫をお願いする。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

62

①ハローワー
ク等との連携
による就職相
談の実施と情
報の提供

ハローワーク等と連携し、就
職相談や情報提供、就労支援
セミナーを実施し、女性の就
労機会の拡大を図ります。

産業振興課 就労を希望する市民のニーズ
に応えるため、就職情報提
供・相談の拡大を図る。
・就職情報コーナーにおける
就職相談・情報提供等
・就職支援セミナー（6月と10
月）
・面接対策セミナー及び就職
面接会（7月）
・若者向け就職支援セミナー
＆個別相談会（2月）
・女性のための再就職支援セ
ミナー（1月）
・合同就職面接会の実施<2月
>
・面接対策セミナー<12月>

63

協働コミュニティ課 保育付きの就労準備講座、再
就職支援講座等の開催をす
る。

64

産業振興課 再就職支援のための講習会
を実施する。
就職支援セミナー（6月・10月
に各3日間実施）、女性向け再
就職支援セミナー（1月）にお
いて、保育サービスを実施予
定

65

子育て支援課 母子・父子自立支援プログラ
ム策定員が、ハローワークと連
携し、きめ細かい就労支援を
実施する。

66

産業振興課 就労を希望する女性に対し
て、就職情報提供・就労機会
の拡大を図る。

ハローワーク等と連携し、就
職相談や情報提供、就労支援
セミナーを実施し、ひとり親
家庭の就労機会の拡大を図り
ます。

①ハローワー
ク等との連携
による就職相
談と情報の提
供

（１）

②保育付き女
性の就労準備
講座等の実施

出産や子育て等で就労を中断
した女性のために、保育付き
の就労準備講座、再就職支援
講座等を開催します。

Ⅰ-4

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

①ハローワークと共同で田無庁舎２階に設置した就職
情報コーナーにおいて、就職相談・情報提供事業を実
施した。カウンターに各種情報パンフレット等を置き配
布した。
②就職支援セミナーについては、ハローワークと共催
で6月と10月それぞれ３日ずつ実施、受講者は211人と
なっている。就職面接会は例年７月に実施しており、参
加企業16社で採用人数は8人であった。
③若者向け及び女性向け再就職支援セミナーを東京
しごとセンター多摩と共催で実施し、若者向けは3人、
女性向けは29人の参加があった。
④合同就職面接会は、東京しごとセンター主催で西東
京市、小平市、東村山市、東久留米市の共催で実施し
た。参加企業10社で、採用は6人であった。
就職情報コーナーについては、現行の規模でハロー
ワークと今後も継続実施していくとともに、関係機関の
協力のもと就職支援セミナーなど就業対策に取り組
む。
⑤ハローワーク三鷹の協力のもとに、「パートタイム求
人情報」を定期的に更新した情報を両庁舎のパンフ
レットコーナーや福祉窓口に常時配置した。

就職面接会は周辺市と持ち
回りで会場を変える予定で
あったが、平成26年度も利便
性などを考慮して、本市のき
らっとで実施した。次年度以
降は、近隣市との会場確保な
どを調整して決定する

Ｂ

若者向けセミナー、女性向けセミ
ナーの参加が少ないのは未定者
が少ないためか？時期的にこの
時期が良いのか、もう少し早めの
設定で行ってはどうか。また女性
の再就職セミナーの回数を増や
してはどうか。また参加者の増加
のための周知、宣伝、発信の工
夫をお願いする。女性の就労機
会の拡大に期待する。

Ｂ

男女共同参画週間に保育付で白河桃子さんに「就
職、結婚、妊娠　女性のためのライフプランニング」と題
して、女性の就労、再就職がいかに大事かを講演して
いただいた。ワーク・ライフ・バランスの視点から様々な
事情の人たちが問題を乗り越え就労する必要性を説
いた。
参加者　21人　託児　3人

引続き就労準備講座、再就
職支援講座等の開催をする。

Ｂ

講座の回数も増やすことができ
れば良い。また参加者を多くする
ための周知、発信、宣伝の工夫
をお願いしたい。

Ｂ

保育サービス利用者
6月 4人、10月 2人、1月 8人　合計14人
子どもを持つ求職者にとっては、就職活動環境改善の
一助となるもので、今後も引き続き実施していきたい。

子ども２人につき１人の保育
士を配置して、子どもの安全
確保に配慮するとともに、今
後も保育サービス需要への
対応を図る。

Ｂ

引き続き、保育サービスの充実
をお願いしたい。

Ａ

一人ひとりの希望を尊重しつつ、ハローワークと連携を
図りながら、ひとり親家庭の自立に結びつくような就労
支援に努めました。
プログラム策定　29件

引き続きひとり親家庭の自立
に向けて、一人ひとりの状況
に応じた就労支援を行いま
す。

Ａ

子供の幸せのために親の経済的
な自立は必須である。引き続き
自立に向けての就労支援の充
実をお願いしたい。同時に保育
園の入園もスムースに行えるよう
に、保育課との連携も必要であ
る。

Ｂ

①ハローワークと共同で田無庁舎２階に設置した就職
情報コーナーにおいて、就職相談・情報提供事業を実
施した。カウンターに各種情報パンフレット等を置き配
布した。
②就職支援セミナーについては、ハローワークと共催
で6月と10月それぞれ３日ずつ実施、受講者は211人と
なっている。就職面接会は例年７月に実施しており、参
加企業16社で採用人数は8人であった。
③若者向け及び女性向け再就職支援セミナーを東京
しごとセンター多摩と共催で実施し、若者向けは3人、
女性向けは29人の参加があった。
④合同就職面接会は、東京しごとセンター主催で西東
京市、小平市、東村山市、東久留米市の共催で実施し
た。参加企業10社で、採用は6人であった。
就職情報コーナーについては、現行の規模でハロー
ワークと今後も継続実施していくとともに、関係機関の
協力のもと就職支援セミナーなど就業対策に取り組
む。
⑤ハローワーク三鷹の協力のもとに、「パートタイム求
人情報」を定期的に更新した情報を両庁舎のパンフ
レットコーナーや福祉窓口に常時配置した。

女性向けセミナーにおけるア
ンケートでは、年代、仕事の
状況、居住地域は聞いている
が、ひとり親かどうかは質問項
目には入っていない。
ひとり親に特化したセミナー
ではなく、就職を希望してい
る女性全般向けの内容となっ
ている。

Ｂ

女性、特に母子家庭への就労支
援を手厚くしていただきたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

67 （２）

②母子家庭自
立支援給付金
事業

自立支援教育訓練給付金事
業、高等技能訓練促進費等事
業の周知を図ります。

子育て支援課 市報・ホームページへの記事
掲載や子育て支援課窓口へ
のチラシ設置を行う。
※「母子家庭自立支援給付金
事業」は、平成25年4月から
「母子家庭等自立支援給付金
事業」に変わりました。「高等
技能訓練促進費」は、平成26
年10月から「高等職業訓練促
進給付金」に変わりました。

68 （３）

① ポ ジ テ ィ
ブ・アクショ
ン（積極的改
善措置）の働
きかけ

国や東京都によるポジティ
ブ・アクションについての取
り組み事例などを活用し、市
内企業・事業所に、ポジティ
ブ・アクションの意義や効果
について情報を提供し、取り
組みを働きかけます。

協働コミュニティ課 市内企業・事業所への情報提
供を検討する。

69

①家族経営協
定の普及

女性が単なる補助労働者とし
ではなく、共同経営者として
意思決定に参画できるように
するために、認定農業者制度
における家族経営協定の普及
を図ります。

産業振興課 家族協定の締結を促し、農業
経営に女性が参画していくこ
とを支援します。

70

②女性農業者
の育成の検討

女性農業者との意見交換の機
会を通じ、有効な支援策を検
討します。

産業振興課 農業イベント等におけるＪＡ東
京みらい女性部のつながりを
醸成します。また、農業者だけ
ではなく、女性の援農ボラン
ティアの交流の場も提供して
いきます。

71

①起業に関す
る情報提供と
相談の実施

商工会が運営する西東京創業
支援・経営革新相談センター
において、相談や講座の開催
など、起業に関する情報提供
と相談を行います。

産業振興課 引続き起業相談及び経営革
新の相談業務を充実し、市民
周知を図る。

72

②NPO法人の設
立やコミュニ
ティビジネス
等に関する情
報 提 供 、 相
談、学習機会
の提供

市民協働推進センター「ゆめ
こらぼ」において、市民活
動・コミュニティビジネスに
関する講座などを開催し、情
報提供や相談、学習機会を提
供します。

協働コミュニティ課 市民協働推進センター「ゆめ
こらぼ」において、市民活動・
ＮＰＯのための支援事業として
各種講座を開催して学習機会
を提供するとともに、市民協働
推進センターのホームパージ
などを活用して市民協働推進
センター登録団体が開催する
事業や市民協働推進セン
ターが開催する各種講座や事
業の情報を提供する。

Ⅰ-4

（５）

（４）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

母子家庭等高等職業訓練促進給付金　6件
母子家庭等自立支援教育訓練給付金　3件

実績は例年と大きく変わらな
いが、周知方法の改善を図
り、利用の促進を図ります。

Ａ

事業の周知、啓発の工夫を検討
し、利用の促進をお願いしたい。

Ｂ

各市の実施するポジティブ・アクションに関連した事業
の紹介をパリテ内に掲示した。また、パリテ自作のパネ
ルによって、ポジティブ・アクションの意味意義を紹介し
啓発をおこなっている。

引続き商工会・市内企業等に
情報提供をしていく。

Ｃ

市内企業や事業所を対象に女
性の積極的登用について情報
提供を行い、登用に向けて働き
かけを行うのが、施策の内容であ
ることを思うと、担当課の取組み
計画が、「情報提供を検討する」
では本計画と乖離している。執
行状況も「パリテ内に関連情報を
提示」では市内企業・事業所に
届かない。内容に即した事業計
画と執行にして欲しい。

Ｂ

平成26年度は、２名の認定農業者が認定を受けたが、
ともに女性家族を含む家族協定を締結した。
平成27年３月末現在、認定農業者48名のうち、29名の
農業者が女性家族を含む家族協定を締結している。

引き続き家族協定の締結を
促し、農業経営に女性が参
画していくことを支援する。

Ｂ

26年度も女性家族を含む家族協
定の締結があったことは評価で
きる。今後とも女性が共同経営者
として意思決定に参画できるよう
に、いっそうの支援に期待する。
また、『西東京市匠NAVI』は市内
産業と市民をつなぐ興味深い冊
子である。こうした紙面を利用し
て家族協定の意義や効果も広報
してはいかがか。

Ｂ

「農のアカデミー事業」において、女性援農ボランティ
アの交流の機会を提供した。

引き続き、女性の援農ボラン
ティアの交流の場を提供して
いく。

Ｂ

女性の援農ボランティアの交流
の機会の提供は評価できるが、
担当課の取組み計画にもあるよ
うに、「農協女性部のつながりを
醸成」しつつ有効な支援策を検
討していただきたい。

Ｂ

平成26年度実績で相談者127名（女性の割合約30%）。
創業支援・経営革新相談センターについては、毎月市
報や市ＨＰ及びセンターＨＰによるＰＲ活動に加えて、
ケーブルテレビや地元タウン誌による周知を行った。

創業融資あっせん制度の推
進やマッチング・コーディネー
ト事業の実施など、センター
機能を充実させ、創業のため
の環境整備を進める。

Ｂ

起業に関する情報提供は評価
できる。今後は創業支援・経営
革新相談センターの周知の徹底
と女性の起業への支援をすすめ
ていただきたい。

Ａ

市民協働推進センター「ゆめこらぼ」が開催する主な実
施事業
・ＮＰＯのための支援事業
 　2回開催　参加者延べ22人
・協働に関する情報収集
　 6回開催　参加者延べ6人
・まちづくり円卓会議
　 ３回開催　参加者延べ93人
・ゆめサロン
　 ６回開催　参加団体延べ60人
・ＮＰＯ・市民活動ネットワーク
　 2回開催　参加者延べ74人
・ＮＰＯ市民フェスティバル
　 1回開催　参加団体延べ75団体
・機関紙の発行　年6回　発行部数延べ6,180部
・ＨＰの活用として、登録団体が開催する事業や市民
協働推進センターが開催する各種講座等を合計約
500件掲載

これまで実施してきた講座や
事業の内容を踏まえ、市民や
ＮＰＯ等市民活動団体の支援
を行うとともに、地域で活動す
る主体同士が連携し、地域の
課題が解決できるような仕組
みづくりに取り組む必要があ
る。

Ａ

西東京市民協働推進センター
「ゆめこらぼ」において行われて
いる事業・情報提供の数々は本
計画の内容に十分こたえるもの
であり、評価する。地方創生のま
ちづくりには市民と行政との協働
は欠かせない。次年度の課題に
書かれているように、地域の課題
解決への仕組みづくり等今後も
いっそうの活躍を期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

73

① 女 性 リ ー
ダー比率の向
上の啓発

自治会等の地域活動におい
て、リーダーとして活躍する
女性の割合が増えるように、
団体等に働きかけます。

協働コミュニティ課 団体等への働きかけ方の検討
をする。

74

② 地 域 リ ー
ダーを担う女
性の育成

国や都で実施するリーダー講
習会の情報を提供するととも
に、リーダー養成講座を実施
します。また、パリテ登録団
体の活動の支援等を通して、
女性リーダーの育成を図りま
す。

協働コミュニティ課 国や都で実施するリーダー講
習会の情報を提供する。

75

①男性を対象
とした男女平
等参画講座の
実施

男性を対象に、地域活動に関
する講座を開催し、地域活動
への関心を高めます。

協働コミュニティ課 男性を対象に、地域活動に関
する講座を開催する。

76

協働コミュニティ課 地域で行われているさまざま
な活動の把握・紹介方法を検
討する。

77
生活福祉課 男性のボランティアの参画を

促します。

78

児童青少年課 地域で行われている市民活動
等の情報提供や参加促進

79 （３）

①市民活動団
体への男女平
等に関する学
習機会の提供

市民活動団体が男女平等参画
の視点をもち活動できるよう
に、パリテまつりでの講座や
出前講座の実施など、学習機
会を提供します。

協働コミュニティ課 市民活動団体にパリテまつり
参加を呼びかけ、講座の実施
など、学習機会を提供します。

②地域活動、
ボ ラ ン テ ィ
ア、NPO等の情
報提供と参加
促進

地域活動、ボランティア活
動、NPO法人などによる市民活
動など、地域で行われている
さまざまな活動を紹介し、男
性の地域参加の促進を図りま
す。

Ⅰ-5

（１）

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

パリテまつりの開催を通じて、新しいリーダーによるま
つりの運営を実施した。世代の更新を図り新しい感覚
で事業を企画したり、役員の重責を果たしていく経験を
積んだものといえる。また、諸先輩が協力をしながら、
まつりを盛り立てていた。

男女平等推進センターの知
名度をアップさせること。パリ
テまつりに参加する団体のす
そ野をより広げていく。

Ｂ

毎年市民参画の実行委員会が、
斬新な企画と丁寧な運営を行っ
ており女性リーダーたちの活躍
は評価できる。しかし本事業の内
容は、「自治会等の地域活動に
おいて、リーダーとして活躍する
女性の割合が増えるように、団体
等に働きかける」ことである。その
趣旨をふまえ、自治体等に働き
かけて欲しい。次年度の課題は
内容と齟齬あり。

Ｂ

国や都での開催予定の情報提供を行った。なお、女
性リーダーの養成講座ではないが、基礎講座を実施
し、女性の生きかた・自己実現の方法を考える講座を
実施した。

パリテの登録団体の活動と国
や都の実施するリーダー講習
会とのマッチングを図る。

Ｃ

地域リーダーを担う女性の育成
に対し、「国や都の情報提供を
行った」では、事業の執行とはい
えない。パリテに関わる市民参加
活動を通して、相談にものりなが
ら積極的な育成が望まれる。
コーディネーター役の存在が待
たれるところでもある。

Ａ

共通講座　4回連続講座を実施した。
アラ還世代の男塾～さらなる自分を見つめて～①知っ
てほしい！これからを過ごす地元、田無・保谷の歴史
②講師と巡る宿場町たなし～旧名主・下田家、総持
寺、田無神社～
③地域の食文化を知ろう～つけ汁うどんに挑戦～
④“おひとりさまシニア” のライフプラン
参加者　延べ99人

共通講座連続講座を継続実
施する。

Ａ

男性を対象に地域活動に関する
講座を開催し、地域活動への関
心を高めるには意義ある講座で
あったと評価できる。今後は、本
事業に書かれているように、「男
性を目的に、男女平等参画講
座」を実施して欲しい。中高年男
性の地域活動に人権尊重・男女
平等意識は欠かせない。

Ｂ

４回連続講座であるアラ還世代の男塾～さらなる自分
を見つめて～のうち２回は、西東京市在住の郷土研究
家による講座であり、地元の研究グループの活動成果
を紹介した。また、料理講座についても西東京市地域
栄養士会によるものであり、地元に密着した活動として
実施できた。

地域の特性の面白みや活動
の醍醐味を紹介する。

Ｂ

本事業の目的は地域活動に男
性が参画できるよう情報提供す
るだけでなく参加促進がテーマ
であることを思うと、担当課が記し
ている取組計画「地域活動の把
握・紹介方法を検討する」では、
目的と乖離する。ここでは市民活
動推進センターゆめこらぼと協
働した活動を推進することが効
果的と思われる。

Ａ
ほっとネット推進員として、男性からの登録を受けるな
ど、一定の効果を上げた。

引き続き、男性のボランティア
の参画を図っていきます。 Ａ

いっそうの成果に期待します。

Ａ

「歩け歩け会」等育成会活動やこそだてフェスタなど、
地域活動への男性の参加促進を図っている。

情報提供や意識啓発の促進

Ａ

いっそうの成果に期待します。

Ａ

第７回パリテまつりは19団体および個人が運営・協力
により開催し、801人の市民が参加した。

第8回パリテまつりを実施す
る。

Ｂ

パリテまつり参加を呼びかけるこ
とは効果的と評価するが、より広
く市民活動団体に学習の機会が
提供できるよう広報環境を豊か
にしていただきたい。たとえば、
市民協働推進センターゆめこら
ぼと連携した広報を進めてみて
はいかがか。パリテの認知度アッ
プにもつながると思う。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

80 Ⅰ-5 （３）

②男女平等参
画 の 視 点 を
もった市民活
動団体との協
働事業の実施

パリテ登録団体など、男女平
等参画の視点をもった市民団
体と協働して地域活動等の事
業を実施します。

協働コミュニティ課 パープルリボンプロジェクトの
継続実施をする。
新規協働事業への取り組みを
試みる。

81

①防災会議に
おける女性の
参画

災害時の避難、避難施設の設
置・運営、避難施設の備品等
に女性の意見が反映されるよ
うに、防災会議に女性委員を
増やします。

危機管理室 女性委員の登用に努める。

82

協働コミュニティ課 危機管理室と女性の参画、
リーダー育成方法を検討す
る。

83

危機管理室 防災市民組織への周知と女
性リーダーの育成に努める。

84

協働コミュニティ課 避難施設運営組織への働き
かけを実施する。

85

危機管理室 運営組織への周知に努める

86

教育企画課 平常時に開催している避難所
運営協議会に女性委員の参
画を募り、避難所の運営等に
関する基本的なルール（マ
ニュアル）づくりなどに妊婦・
子育て中の女性に配慮した視
点からの意見を聴取し、発災
後の環境づくりに備えていく。

②防災市民組
織における女
性 の 参 画 と
リーダーの育
成

防災市民組織に女性の登用を
促し、女性の意見が適正に反
映させられるように努め、防
災市民組織における女性の
リーダーの育成に努めます。

①避難施設運
営組織におけ
る女性の参画

避難施設においては、避難物
資の整備やトイレの配置、着
替え場所の確保等、妊婦や子
育て家庭を含めた女性への配
慮が必要となることから、避
難施設運営組織への女性の参
画を図ります。

（１）

Ⅰ-6★

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

女性に対する暴力をなくす運動週間事業の11月27日
にパープルリボン・プロジェクト・ワークショップを開催し
た。
自主グループ結成については、自立支援講座の「タッ
ピングタッチ」及び「女性が輝くことを期待されている今
だから…“わたし”の磨き方レッスン」の講師による自主
グループの結成に向けた取り組みを実施した。

パープルリボン・プロジェクト
のほか、26年度にまちかど保
健室の団体登録があり、事業
の展開を支援していく。

Ｂ

パープルリボン・プロジェクトとの
協働事業は評価する。今後とも、
男女平等参画の視点をもった市
民活動団体との協働事業を実施
していって欲しい。

Ｃ

　女性委員の登用に努めるとともに、地域防災計画等
各種計画及びマニュアルに関し、女性ならではの視点
を活かし、意見が反映されるよう努めた。

女性委員の登用に努める。

Ｃ

地域をよく知る女性の参画は、避
難所運営に欠かせない力になる
と思う。地域自治会に限らず、市
民活動団体の女性リーダーなど
にも委員枠を広げ参画を促して
欲しい。

Ａ

練馬区のエールで講演をされた講師浅野幸子さんを、
危機管理室に紹介し減災における女性の参画につい
て触れられる講演会を提案したところ、27年7月ごろに
講演会の開催を内諾してもらった。

講演会の開催を検証し、リー
ダー養成の具体的な啓発に
つなげていく。

Ｂ

危機管理室への声がけや協働
は評価する。平成26年度末（3月
18日開幕）に第3回国連世界防
災会議が仙台で開かれ世界各
地から15万人の人が集まり指針
も出された。安倍首相演説「女性
の視点を大切に」やパブリック
フォーラム女性と防災では「女性
の参画・リーダーの養成」の必要
性が確認された。西東京市にお
いても、地域をよく知る女性のよ
り積極的な登用に期待する。

Ｂ

　防災市民組織への説明会や防災講話実施時の視点
として、女性登用を促し、女性の意見が適正に反映さ
せられるように努め、リーダー研修会の開催等防災市
民組織におけるリーダー育成に努めた。

防災市民組織への周知と女
性リーダーの育成に努める。

Ｂ

女性リーダーの育成は危機管理
室のみでは難しいものがあるとお
もわれるので、リーダー養成に経
験豊かな公民館や男女平等推
進係などとの連携・協働のもと、
進めていったらいかがか。

Ｂ

危機管理室の担当同士の話で、今後の防災事業にお
ける女性の参画のあり方を検討していくことを確認し
た。

具体的な防災事業に少しで
もかかわりの場を設けられるよ
うに情報収集と検討を重ね
る。

Ｃ

災害時の避難所運営に女性の
視点は欠かせない。男性リー
ダーのみでは対応できない状況
は過去の阪神淡路・新潟県中越
沖・東日本大震災などで明らか
である。直下型発生が心配され
る西東京市の避難所対策には
女性の参画を急いで欲しい。

Ｂ

　各学校避難所運営協議会の会議へ参加する中で、
要配慮者に対して避難施設内で配慮すべき避難物
資、トイレ、着替場所の確保等助言を行い理解共有に
努めた

理解共有に努める。

Ｂ

いっそうの理解共有に努めてい
ただきたい。

Ａ

児童・生徒の保護者会等の代表者を中心に女性が積
極的に参画することが出来た。
また、各協議会とも概ね適正な男女の比率であった。

引き続き、各学校及び危機管
理室等と連携の上、避難施設
運営組織における女性の参
画を図りたい。

Ｂ

「避難所運営のマニュアルづく
り」に多様な女性の意見を交えた
ことは評価できる。冊子は発行さ
れましたか、どこに配りましたか。
発行後は有効な活用に留意され
たい。期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

87

②災害時要援
護者の支援

特に要介護高齢者、障害者等
の避難生活の支援において、
男女双方の視点を踏まえま
す。

危機管理室 男女双方の視点を踏まえる。

88

③男女のニー
ズに配慮した
避難物資の整
備

避難生活においては、男女の
ニーズに違いがあることか
ら、男女双方の視点に配慮し
て必要な避難物資を整備しま
す。

危機管理室 必要な避難物資の調達に努
める。

89

①学校におけ
る人権教育の
実施

学習指導要領等に基づき、授
業や活動などで人権尊重や男
女平等などについて指導の充
実を図り、学校における人権
教育を実施します。

教育指導課 各学校においては、教育活動
全体を通して、各校で作成す
る人権教育の全体計画に基
づき、組織的・計画的に人権
教育を推進する。

90

②多様な性や
生き方に関す
る理解の促進

講座・講演会や情報提供等を
通して、性の多様化や家族形
態の多様化等に対する理解の
促進を図ります。

協働コミュニティ課 多様な性に関する情報提供を
行う。

91

③情報誌パリ
テの発行と配
布（再掲）

情報誌パリテを発行し、市民
の男女平等意識のさらなる定
着と浸透を図ります。作成に
ついては市民参画で行いま
す。また、多くの市民が読め
るように配布について工夫し
ます。

協働コミュニティ課 市民公募による男女平等推進
センター企画運営委員会が企
画編集を行い情報誌を作成
する。多くの市民が読める方
法を検討する。

92

④国際交流等
行事の実施

国籍、民族、文化、習慣等の
異なる人々が互いを理解しあ
い、地域で共に暮らす多文化
共生を推進します。

文化振興課 ・西東京市多文化共生セン
ターの運営
・外国人のためのリレー専門
家相談会の実施

（１）Ⅱ-1

（２）Ⅰ-6★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

　避難生活に至る前段階として、地域の中で安否確認
や避難などに関する情報支援が必要で、このうち単独
で避難できない方には避難支援が必須となり、対象者
の個別事情を把握し避難支援協力者を確保することが
優先されることから、対象者名簿及び個別計画の作成
に努めた。
　今後も対象者全員に避難支援協力者が確保できるよ
う地域全体で支える仕組み作りに取り組む必要があ
る。

　過去の推進委員会評価の
中では「施策自体は必要と思
われるが、この取り組みが、本
計画に与える効果がよく見え
ない。」との指摘もあり、事業
位置付けについて、避難生
活に特化した課題を整理し、
各学校避難所運営協議会と
連携して取り組みを進める。

Ｂ

災害時要援護対象者及び個別
計画は作成できたか。作成後は
どんなふうに広報・利用するの
か。実効性ある推進を望む。な
お、男女ともに障害があっても高
齢であっても誰もが大切にされる
まちづくりに危機管理室の働き
は重要である。今後は、避難生
活に特化した課題を整理し各学
校避難所運営協議会と連携して
取り組んでいかれるとのこと・・・
期待する。

Ｂ

　女性特有の避難物資として、下着や生理用品の備蓄
を行っている。また、トイレ用のテントについて、透けに
くい素材を採用したり、パーテーションの備蓄をするな
ど、プライベート空間の確保に配慮した備蓄を実施し
ている。

引き続き、備蓄計画に従って
備蓄を進めるとともに、きめ細
かいニーズの把握に努める。

Ｂ

過去の震災経験の教訓を糧に、
引き続き男女のニーズにそった
きめ細かい整備に努めていただ
きたい。

Ｂ

各学校における、教育活動全体を通して、各校で作成
する人権教育の全体計画に基づき、組織的・計画的に
人権教育を推進した。

各学校における人権教育の
全体計画及び年間指導計画
の見直しを図り、学校におけ
る人権教育の更なる充実を図
る。

Ｂ

引き続き、組織的・計画的に人
権教育を推進して頂きたい。
また、人権教育について教育の
効果の検証もして頂きたい。

Ｂ

パリテ内で他自治体が実施しているＬＧＢＴの講座な
ど、情報提供した。

引き続き、様々な手段で情報
提供をする。

Ｂ

引き続き、様々な手段で情報提
供することを継続しつつ、周知方
法などについても検討して頂き
たい。

Ａ

情報誌パリテを10月と１月に合わせて21,000部を発行
配布し、ホームページに掲載をした。
男女平等推進センター企画運営委員会において市民
が手に取りやすい、読みやすい、目を引く構成にする
ことを主眼として、表紙等の色の選定やイラストについ
て細かく検討し、四コマ漫画を取り入れたり、小見出し
の文章やコーナーの配列に気を配り、分かりやすい文
章表現にこだわって編集を行った。　特集記事につい
ても、白河桃子さん、佐藤博樹さんのワーク・ライフ・バ
ランスを基軸にした女性のライフプランや今必要とされ
る管理職について述べたものを掲載した。

男女平等のテーマを掲げな
がらも、市民の求めるもの、時
流を考慮し適切な情報を提
供することを本務として、多く
の市民に手に取ってもらい読
んでもらえる情報誌のあり方
を男女平等推進センター企
画運営委員会において継続
検討する。

Ａ

情報誌パリテのホームページへ
の掲載を今後も継続しながら、
ホームページを見てもらえる為の
工夫や、ホームページへのアク
セス数、パリテを読んでみた感想
なども確認して頂きたい。

Ｃ

【西東京市多文化共生センター】
・月～金曜日　午前10時～午後4時まで開所
・外国人の日常生活相談106件、外国人支援活動先の
紹介等66件、その他の施設利用979件、通訳ボラン
ティア派遣事業10件、多言語情報の提供21件
昨年同様、行政窓口や学校への通訳ボランティア派遣
の依頼が多かった。今後も安定した需要が見込まれ
る。

【外国人のためのリレー専門家相談会】
・平成26年12月13日（土）、南町スポーツ・文化交流セ
ンター「きらっと」で開催。
・専門家：弁護士、行政書士、社会保険労務士、臨床
心理士、フェミニストカウンセラー、消費生活相談員、
市職員
・言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、フランス語、スペ
イン語、ポルトガル語
相談：4人5件
外国人が円滑な社会生活を送ることができるよう、相談
会を実施した。通訳及び運営に市民ボランティアが関
わった。

【西東京市多文化共生セン
ター】平成26年度結婚・離婚・
家族についての相談が4件
あった。件数は少なくても、コ
ンスタントに入ってくる相談で
あり、案内やサポートがスムー
ズに行われるよう、相談窓口
間の連携を引き続き行いた
い。

【外国人のためのリレー専門
家相談会】
26年度は相談時間が足りず
パリテをご案内し、後日相談
者が訪れることになった。多
層な相談を抱える相談者が
いるため、ヒアリング時に気を
付ける必要がある。また相談
者が少なかったため、周知に
努める。

Ｃ

西東京市多文化共生センターお
よび外国人のためのリレー専門
家相談会の認知度アップおよび
相談件数増やすための工夫をし
て頂きたい。
また、外国人のためのリレー専門
家相談会については相談時間を
延長することなども検討して頂き
たい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

93

①講演会やパ
ンフレット等
による啓発

暴力の未然防止と早期発見を
市民に働きかけるため、講演
会やパンフレット等による啓
発を行います。

協働コミュニティ課 暴力についての講演・ＤＶ冊
子の配布を行う。

94

②デートＤＶ
防止の啓発

恋人等親密な関係にある男女
間の暴力の防止について、啓
発を行います。

協働コミュニティ課 ＤＶ冊子の配布を行うととも
に、センター内において掲示
を行う。

95

③早期発見に
向けた市民、
職務関係者と
の連携

暴力の早期発見・早期対応に
向けて、市民、市の相談窓口
や警察等の職務関係者との連
携をすすめます。

協働コミュニティ課 暴力の早期発見、対応に向け
庁内相談窓口・警察との連携
を進める。

96

①女性相談の
実施

男女平等の視点にたち、女性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DVなど
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業を実施します。

協働コミュニティ課 日々の暮らしの中で様々な悩
みを抱える女性に寄り添い、
自ら問題解決していく糸口を
見出していくことを支える。

97

協働コミュニティ課 相談者の個別状況に応じた
相談の充実を図り、関係部署
と連携し対応する。

98

生活福祉課 ２名の家庭相談員を配置し、
生活保護受給世帯の女性に
対して個別の相談に応じま
す。
母国語対応が必要な生活保
護受給者には、職員による外
国語サポーターを活用しま
す。

99

子育て支援課 ひとり親相談に適切かつ柔軟
に対応する。

100

子ども家庭支援センター 子供家庭相談を継続して実施
する。

101

③男性相談の
あり方の検討

男女平等の視点にたち、男性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DVなど
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業のあり方を検討しま
す。

協働コミュニティ課 男性相談についてのあり方を
検討する。

102

④相談窓口の
周知と情報の
提供

さまざまな相談窓口を通して
DVの被害者を発見し、適切な
支援につなぐため、相談窓口
の周知を図り、DVについて情
報提供を行います。

協働コミュニティ課 庁内においては配偶者暴力
担当者連絡会議を行い、情報
の提供を行う。外部相談窓口
(警察・病院）とは日頃の連携
を進める。

103

①緊急一時保
護の実施

DV被害者の安全を確保するた
め、緊急一時保護します。

協働コミュニティ課 被害にあった女性の安全を図
るため緊急一時保護へつなげ
る。

104

②民間支援団
体との連携

シェルターを運営している民
間支援団体と連携し、DV被害
者が安心して一時避難できる
場所を確保します。

協働コミュニティ課 被害にあった女性が安心して
一時避難できる場所を運営し
ている民間シェルターへの運
営費を支援する。

（１）

（２）

②一人ひとり
の状況に応じ
た相談の実施

女性相談、子供家庭相談、母
子相談など、一人ひとりの状
況に応じた相談を実施しま
す。また、外国語（英語・韓
国語等）による相談対応を検
討します。

Ⅱ-2★

（３）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

講演会の実施（女性に対する暴力をなくす運動週間事
業：Ｈ26．11．20「貧困と暴力」30名参加）
ＤＶ冊子の配布、増刷実施継続

講演会の実施
ＤＶ冊子の配布（前年度未配
布先への配布）継続 Ａ

引き続き講演会の実施およびＤ
Ｖ冊子配布を継続して頂きたい。

Ｂ

ＤＶ冊子の配布・センター内における掲示実施 ＤＶ冊子の配布・センター内
における掲示実施継続
市内中学、高校、大学への冊
子配布検討

Ｂ

ＤＶ冊子については、児童や生
徒も悩みを抱えるケースもあるこ
とからセンター内だけでなく、各
学校へ冊子配布をして頂きた
い。

Ａ

配偶者暴力担当者連絡会議を行い庁内・警察と組織
での連携を図った。個別対応では警察と連携し安全確
保を行った。

今後も継続実施する。

Ａ

引き続き継続実施して頂きたい。

Ａ

女性相談・婦人相談事業で実施。
相談件数
女性相談443件
婦人相談697件

今後も継続実施する。

Ａ

今後も継続実施して頂きたい。
また、相談内容についても検証
し、どのような相談が多いのか、
行政で解決できるものはないか
検討して頂きたい。

Ａ

相談者の個別状況に合わせて関係部署と連絡・連携
して支援を行った。外国語に関してはウィメンズプラザ
外国人の為の通訳依頼。

個別の状況をふまえながら関
係機関と連携し対応する。今
後も継続実施。 Ａ

今後も継続して頂きたい。

Ａ

　2名の家庭相談員で児童に係る相談（養育・虐待・教
育問題など）を延べ1,061件受けている。
　母国語対応が必要な被保護者に対しては、必要に
応じて多文化共生センターなどを利用している。

引き続き、家庭相談員による
きめ細かい相談を図っていき
ます。
また、母国語対応が必要な被
保護者には、適時対応を図り
ます。

Ａ

引き続き、家庭相談員によるきめ
細かい相談を図りつつ、児童に
掛る相談内容の内訳などについ
ても調査して頂きたい。

Ａ

母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資格取
得、住宅、養育・家事援助、年金・手当など、個々の状
況に応じて相談・助言を行いました。
延べ相談件数984件

引き続き一人ひとりの状況に
応じた相談・助言を行ってい
きます。 Ａ

引き続き継続して頂きたい。

Ａ

相談窓口を月曜日～土曜日に開設し、育児に悩む女
性やDVを受けているケースなどは、関係機関と連携を
取りつつ対応している。新規相談件数759件(前年度よ
り174件増）、児童虐待相談217件、虐待以外の養護相
談318件、保健相談35件、障害相談2件、非行相談11
件、育成相談119件、その他の相談57件であった。

引き続き継続、関係機関との
連携の強化を図る。

Ｂ

子供家庭相談については、特に
児童虐待について強化して頂き
たい。
また、小学校、中学、高校などと
も連携を強化して児童の自殺予
防や防止策などについても検討
して頂きたい。

Ｂ

男性からの相談については、庁内相談部署や東京都
の男性相談を紹介する.

男性相談のあり方について情
報収集しながら継続的に検
討を行う。

Ｂ

引き続き男性相談のあり方につ
いて情報収集しながら、男性相
談の窓口設置などを検討して頂
きたい。

Ａ

配偶者暴力担当者連絡会議を行い庁内連携を図っ
た。外部相談窓口とも日頃の連携をすすめた。
相談窓口については庁内、関係各所にＤＶ冊子を配
布し情報提供を行った。

庁内相談窓口の連携をより一
層深めるため今後も配偶者
暴力担当者連絡会議を定期
的に行う。外部に関してはＤ
Ｖ冊子を増刷し配布する。

Ａ

配偶者暴力については、より一
層庁内および外部との連携を強
化して頂きたい。

Ａ

DV被害者の安全の確保を第一とし、個々の被害者に
適した支援が行えるように保護先の配慮や、自己決定
を尊重した支援を行っている。

今後も継続実施する。

Ａ

今後も継続して頂きたい。

Ａ

多摩地域の民間シェルター連絡会への補助金を交
付。

今後も継続実施する。

Ａ

今後も継続して頂きたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

105

③緊急一時保
護宿泊費等の
支援

緊急に保護が必要な女性の安
全確保のため宿泊費等を助成
します。

協働コミュニティ課 緊急に保護が必要な女性の
安全及び自立支援のため、緊
急一時保護宿泊費等を支援
する。

106

協働コミュニティ課 被害にあった女性とその子ど
もの生活について自立にむけ
ての支援を行う。

107

健康課 乳幼児期の健診・相談事業・
訪問の際にDVが疑われる、ま
たはそれらの相談があった場
合には、主管課と連携を持ち
支援に努める。

108

生活福祉課 職員による生活保護世帯の家
庭訪問等で得た情報により、
ＤＶが予見される場合には、
早期に対応し躊躇なく関係機
関に繋ぎます。

109

子育て支援課 ひとり親相談によりDV被害者
を発見した場合に、関係部署
と連携し、支援を行う。

110

⑤ワンストッ
プサービスの
検討

DVに関する相談窓口におい
て、必要な手続きが一括して
行える「ワンストップサービ
ス」の導入を検討します。

協働コミュニティ課 「ワンストップサービス」の導入
について検討する。

111

⑥自立支援講
座の実施

DV被害者の生活再建・自立を
支援する講座を実施します。

協働コミュニティ課 自立支援講座を実施する。

112 （４）

①庁内関係各
課との連携の
強化

DV被害者が抱えているさまざ
まな問題の解決に向けて、庁
内関係各課との連携を強化し
ます。

協働コミュニティ課 ＤＶ支援に必要な庁内関係各
課と連絡を密に行い連携を図
る。

④一人ひとり
の状況に応じ
た連携による
支援と情報の
提供

DV被害者の生活・子育て等を
支援します。また、子どもの
心のケアへの支援や保育・就
学等の行政サービスに関する
支援を行います。

（３）

Ⅱ-2★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

平成20年度より西東京市緊急一時保護宿泊費等助成
金交付要綱を制定。この事業は、被害者支援の選択
肢を広げるために実施しているが、保護施設などが利
用できないときに実施する事業なので、平成26年度実
績は0である。

今後も継続実施する。

Ａ

緊急時の為、今後も継続実施し
て頂きたい。

Ａ

被害にあった女性とその子の自立のために関係各署と
連携し、支援を行った。

生活の安全と安心、安定の為
庁内関係部署と引き続き連携
を図る。 Ａ

引き続き連携を図って頂きたい。
また、具体的にどのような事案が
ありどのような連携や支援を行っ
たのか確認して頂きたい。

Ｂ

乳幼児期の健診は、子ども対象の健診であるという意
識もあり、母の立場で来所する。夫婦間のことを相談で
きると思わない場合もあると思われるため、女性として
のライフサイクルを意識した声かけ等にも配慮しつつ、
主管課との連携に努めている。

主管課との連携は図れてきて
いるので、引き続き、DVなど
の視点も持ちながらの実施に
努めていく。 Ｂ

乳幼児へのＤＶ防止の為、引き
続き主管課との連携を図り引き
続き実施して頂きたい。

Ａ

DV被害者の生活保護制度活用は、「パリテ」との連携
により平成26年度計9件となっている。

引き続き、「パリテ」などの相
談機関と連携を図っていきま
す。

Ａ

引き続き、相談機関と連携を図っ
て頂きたい。

Ａ

婦人相談員や関係機関と連携して、母子生活支援施
設への入所を通した自立支援などを実施しました。

入所に当っては、関係機関と
連携しながら、施設入所が母
子の自立に役立つものとなる
よう、努めます。

Ａ

引き続き関係機関と連携し、自
立支援などを実施して頂きたい。

Ｂ

ＤＶの支援に関して関係部署より情報収取を行い必要
な手続きの整理を行った。その際ワンストップサービス
ではなく、庁内手続きの一覧の作成
を行う方向で考える。

庁内の各部署での手続きが
よりスムーズに行われるように
関係部署一覧の完成とともに
関係部署と密に連携を図る。

Ｂ

関係部署と定期的に会議を行う
などプロジェクトチームを結成し
てワンストップサービスの導入の
あり方について検討して頂きた
い。

Ａ

平成26年度は弁護士・臨床心理士等を迎え、4回の自
立支援講座を実施。

ＤＶ被害者以外にも相談を利
用した方々への自立の支援
のため講座を行う。 Ａ

自立支援講座を継続するのと共
に周知方法や講座を行った後の
効果について検証して頂きた
い。

Ａ

日頃より庁内関係部署と連絡を取り合う事の他に配偶
者暴力担当者連絡会議を行い連携を図った。

日常での庁内関係部署と密
に連携を図る。また配偶者暴
力担当者会議を継続して行
う。

Ａ

各課での情報共有方法や手順
についての方法等、連携・相談
対応マニュアル作成を検討され
たい（相談支援・対応指針を参
考に）。関係機関、庁内での共
通ＤＶ研修を検討されたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

113

協働コミュニティ課 配偶者暴力被害者支援担当
者連絡会議を開催し連携を図
る。

114

市民課 ドメスティック・バイオレンスの
被害者、ストーカー行為の相
手方、児童虐待を受けた児童
及びこれらに準ずる行為の被
害者を保護するため、住民基
本台帳法第11条の２第１項に
規定する住民基本台帳の一
部の写しの閲覧又は住民票
の写し等の交付について、不
当な目的による利用を防止す
るとともに、配偶者暴力被害者
支援担当者連絡会を通し、関
係機関相互の情報交換、支
援体制及び連携を図る。

115

保険年金課 配偶者暴力被害者支援担当
者会議における各課との事例
研究を通して、配偶者や恋人
間等、親密な関係にある男女
間の暴力であるＤＶの構造、
加害者の特性などの理解を深
め、他課との手続きにおいて
連携に努める。

116

健康課 会議に参加する。

117

生活福祉課 担当者連絡会への出席は必
須とし、関係機関との連携を
密にします。

118

高齢者支援課 ・高齢者虐待防止連絡会の開
催

119

障害福祉課 関係機関との連携を図る。

120

子育て支援課 関係機関との連携を図る。

121

保育課 配偶者暴力被害者支援担当
者連絡会議を定例で開催し、
支援に必要な関係機関、専門
部署との連携を図る。

②各種関連機
関・専門家と
の連携の強化

配偶者暴力被害者支援担当者
連絡会議を定例で開催し、支
援に必要な関係機関、専門家
との連携を図ります。

Ⅱ-2★（４）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

平成26年度配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議２
回開催。連携を図る。

今後も継続実施する。

Ａ

支援担当者連絡会議の内容に
ついて、具体的な課題について
も検討されたい。

Ｂ

担当者連絡会
【第一回】
平成26年７月24日
内容：被害者情報の保護のための手続きについて、各
課での必要な手続きの情報共有や手順の確認等

【第二回】
平成27年３月26日
内容：・支援措置申出者の支援の必要性に係る意見記
載について、高齢者・障害者の相談機関の確認等
・住民票を異動せずに避難してきた被害者の支援にか
かる庁内連携方法について確認等

引き続き、この連絡会を通し
て情報共有や手続き方法に
ついて見直しを行い、被害者
の二次被害防止と効率的・効
果的な業務遂行を目指す。

Ｂ

情報共有、支援の手続きについ
ての見直しが必要とされる課題
について、二次被害防止に向け
て、取り組んでいただきたい。

Ｂ

担当者会議への出席はできなかったが、支援に必要
な関係機関とは毎回連携を図っている。

担当者連絡会議の開催が、
繁忙期と重なっているため、
出席することが、難しいところ
ではあるが、課内調整を行い
できるだけ出席するよう努め
る

Ｂ

担当者連絡会議への出席に向
けて、是非調整いただきたい。

Ａ

会議に出席 引き続き会議に出席する。

Ａ

見えにくいＤＶ被害を訪問や育
児相談、予防接種等で気づくこ
とがある事から、担当者への研修
等の必要性は高い。よって、庁
内共通のＤＶ研修について検討
されたい。

Ａ

配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に査察指導
員及び家庭相談員が出席している。

引き続き、連絡会に出席し関
係機関と連携を図っていきま
す。 Ａ

継続して対応されたい。

Ａ

平成26年12月8日開催
(1)西東京市における養護者による高齢者虐待の現状
について
(2)虐待の早期発見にむけた取り組みについて
(3)クロス集計結果及び考察

引き続き連携をはかっていく。

Ａ

連携会議へ、支援課として高齢
者虐待に関する情報提供と連携
手続きの共有を継続されたい。

Ｂ

配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加し、関
係機関と連携を図った。

引き続き、継続実施に務め
る。

Ｂ

課として連携の際の問題点、課
題等について、担当者連絡会へ
課題提起していくなど、連携の具
体化を検討されたい。

Ｂ

配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加し、関
係機関と連携を図りました。また、生活保護受給者等
就労自立促進事業連絡会議に参加し、関係機関と情
報共有しました。

関係団体との連携強化を図る
ため、今後も、連絡会議等に
積極的に参加します。 Ｂ

経済的自立支援にむけて、関係
機関への情報提供を今後も継続
されたい。

Ａ

連絡会議により、関係機関等との連携を図っている。 継続実施により連携を図る。

Ａ

保育所全職員への共通ＤＶ研修
の充実をはかられたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

122

子ども家庭支援センター 関係機関との連携を図る。

123

教育企画課 保護者等からの暴力を防止し
被害者の保護及び自立支援
を図るため、関係機関が共通
認識を持ち緊密に連携しつ
つ、被害者の生命又は身体の
安全確保を行う。

ＤＶ等により住民登録のない
児童・生徒を受け入れる（入
学）場合、西東京市の婦人相
談員（男女平等推進セン
ター）や、家庭相談員（生活福
祉課）から事前情報が入るが、
教育企画課学務係に飛び込
みで相談等があった場合、共
通認識を持つため関係機関
（相談員）に情報提供する。

124

③相談員の増
員及び資質向
上とメンタル
ケア

相談・支援件数の増加にあわ
せ、相談員の増員を検討しま
す。また、相談員の資質向上
を支援するための研修やスー
パーバイズ、相談員のメンタ
ルケアに取り組みます。

協働コミュニティ課 相談員の資質向上のため研
修の参加、スーパーバイズを
実施する。

125

④職員研修の
実施

相談窓口における2次被害を防
ぐため、庁内関係各課の相談
窓口等の職員に対してDVに関
する職員研修を実施します。

協働コミュニティ課 庁内相談窓口職員に対して
研修を行う。

126

⑤配偶者暴力
相談支援セン
ター機能の検
討

DVの防止及び被害者の保護の
ため、配偶者暴力相談支援セ
ンター機能について、検討し
ます。

協働コミュニティ課 配偶者暴力相談支援セン
ター設置についての検討を行
う。

127

秘書広報課 ホームページのリニューアル
を検討する中で他媒体の検討
や効果的な情報提供につい
て検討する。

128

協働コミュニティ課 暴力の防止に向けて情報提
供し、講座を実施する。

129

協働コミュニティ課 市発行物の表現における状
況把握の方法を検討する。

130

秘書広報課 各市の動向やガイドラインの
視点など調査研究する

②各種関連機
関・専門家と
の連携の強化

①暴力防止に
関する情報提
供と学習機会
の提供

男女平等を阻むさまざまな暴
力の防止に向けて、チラシ・
パンフレット・ホームページ
等を通じて情報を提供する
他、講座等の学習機会を提供
します。

②市発行物の
表現における
男女平等ガイ
ドラインの作
成・配布（再
掲）

市報や市発行物における表現
において、男女平等の視点が
徹底されるようガイドライン
を作成し、配布します。

配偶者暴力被害者支援担当者
連絡会議を定例で開催し、支
援に必要な関係機関、専門家
との連携を図ります。

Ⅱ-2★（４）

Ⅱ-3 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

要保護児童対策地域協議会として、代表者会議1回、
実務者会議5回、ケース検討会議100回を実施した。虐
待が疑われる子どもの不登校や養育状況について情
報交換を実施した。

今後も、適切な早期対応を目
標に、関係機関との連携を密
にする。

Ａ

各関係委員への共通認識、周知
徹底について継続していただき
たい。そのために、共通ＤＶ研修
を検討いただきたい。

Ａ

保護者等からの暴力を防止し被害者の保護及び自立
支援を図るため、関係機関が共通認識を持ち緊密に
連携しつつ、被害者の生命又は身体の安全確保を行
うため、必要な情報提供や連携を適宜実施している。

関係法令、通知等に基づき、
適切な事務を実施するととも
に、関係機関との連携を引き
続き行っていく。

Ａ

教育現場関係者のDV理解と関
係機関の共通認識充実のため
に、各機関共通のDV研修の実
施を検討されたい。今後も、密接
な機関連携を継続されたい。

Ａ

精神科医、カウンセラー等に依頼しスーパーバイズを
年5回実施。

相談員の資質向上の為経験
後に合わせ研修に参加する
今後も継続実施する。

Ａ

予算の関係もあるかと思うが、定
例ではなく、相談に応じた助言、
指導を検討されたい。

Ｂ

平成26年度配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議
を年2回開催し、連携の確認を行った。

担当者連絡会議出席でない
部署に関しては今後検討を
行う。 Ｂ

研修と連携会議は別物と考えて
いただきたい。各機関共通DV研
修と重ねて窓口対応研修を全職
員対象で実施されたい。

Ｂ

都内の設置状況の把握をした。
東京都の配偶者暴力相談支援センターを利用し保護
を行った。

今後も継続実施する。

Ｂ

配暴センター設置について、継
続して検討いただきたい。

Ｂ

チラシ・パンフレット・ホームページ等を通じて情報を提
供した。

持ちうる広報媒体（市報・ホー
ムページ（SNSを含む。））を最
大限に活用しながら、引き続
き情報提供していく。

Ａ

具体的に提供された情報の内容
も重要であるが、情報提供自体
は行われているのであるから、引
き続き適宜工夫の上努めて頂き
たい。

Ｂ

ＤＶ冊子の配布・センター内における掲示実施によりＤ
Ｖについての情報提供を行った。自立支援講座・女性
に対する暴力をなくそう運動週間事業で講演会を実
施。

今後も継続実施することによ
り広く理解を深める。

Ａ

具体的に提供された情報及び講
演会の内容も重要であるが、情
報提供自体は行われているので
あるから、評価はＡである。引き
続き適宜工夫の上努められた
い。

Ｂ

他自治体の実施状況などアンケート調査を実施し、ガ
イドライン作成に関する情報を入手した。

ガイドラインについて、庁内関
係課と協議し、国の動向等を
注視し、作成計画を検討す
る。

Ａ

調査の実施、及びガイドライン作
成入手がなされているのである
から、評価はＡである。引き続き
計画作成に向けて努めて頂きた
い。

Ｃ

協働コミュニティ課と調整 各市の動向やガイドラインの
視点など調査研究する。

Ａ

双方の課で重複して行う必要は
無く、協働コミュニティ課と調整し
て、同課が情報入手をしている
のであれば評価はＡである。引き
続き協働コミュニティ課と調整の
上、努めていただきたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

131

③市内事業所
への意識啓発

セクシュアル・ハラスメント
等、職場の男女平等を阻む暴
力の防止に向けて、市内事業
所への啓発を行います。

協働コミュニティ課 パリテ窓口で、産業振興課が
発行（東京都が編集）するセク
シュアル・ハラスメントが記載さ
れている「ポケット労働法
2014」を配布する。

132

協働コミュニティ課 市職員に向けて暴力防止の
情報提供を行う。

133

職員課 職員向けのハラスメント防止の
研修を行う。

134

教育指導課 「人権教育プログラム」の全教
職員への配布する。
初任者研修会や人権教育研
修会での指導主事による講義
をする。
校長への「教職員の服務の厳
正について」通知及び東京都
教育委員会からの管理職対
象の研修を実施するとともに、
校長による全教職員への指導
等を通して、各学校に適切な
指導を実施する。

135

①相談の実施 教育相談、就学相談、スクー
ルカウンセラーの相談などに
おいてさまざまな暴力の事実
が発覚したときは、緊急支援
体制で、関連部署や関係機関
と連携し、被害者の保護に努
めます。また、過去の暴力被
害による心理的問題のある児
童・生徒に対しては、医療機
関等の関係機関と連携しなが
ら必要な支援をします。

教育支援課 引き続き、教育相談、就学相
談、巡回相談、適応指導教
室、不登校ひきこもり相談等の
各種相談においてキャッチし
た情報を確実に関係機関に
繋げたり、相談の中で対応す
る。

136

②男性相談の
あり方の検討
（再掲）

男女平等の視点にたち、男性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DVなど
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業のあり方を検討しま
す。

協働コミュニティ課 男性相談についてのあり方を
検討する。

137

③緊急一時保
護宿泊費等の
支援（再掲）

緊急に保護が必要な女性の安
全確保のため宿泊費等を助成
します。

協働コミュニティ課 緊急に保護が必要な女性の
安全及び自立支援のため、緊
急一時保護宿泊費等を支援
する。

（２）

④暴力の防止
に関する市職
員・教員への
啓発・研修

市職員・教員に対し、男女平
等を阻むさまざまな暴力につ
いての啓発・研修を実施しま
す。

Ⅱ-3

（１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

「ポケット労働法2014」を配布した。 引き続き、色々な形で啓発を
行う。

Ａ

「ポケット労働法2014」を配布す
るのも一つの方法である。引き続
き適宜工夫の上努めて頂きた
い。

Ｂ

情報誌「パリテ」の配布による啓発を実施 今後も継続実施する。

Ａ

「パリテ」を配布するのも一つの
方法である。引き続き適宜工夫
の上努めて頂きたい。

Ａ

市職員へのハラスメント研修を１回実施した。 引き続き、市職員に向けた研
修を実施する。 Ａ

引き続き適宜工夫の上努めて頂
きたい。

Ｂ

「人権教育プログラム」の全教職員への配布した。
初任者研修会や人権教育研修会での指導主事による
講義をした。
校長への「教職員の服務の厳正について」通知及び
東京都教育委員会からの管理職対象の研修を実施す
るとともに、校長による全教職員への指導等を通して、
各学校に適切な指導を実施した。

「人権教育プログラム」の全教
職員への配布する。
初任者研修会や人権教育研
修会での指導主事による講
義する。
全校で年２回、校長等が教職
員に対して「服務事故の防
止」に関する研修会を実施す
る。

Ａ

具体的に提供された情報及び講
義の内容も重要であるが、情報
提供及び講義自体は行われて
いるのであるから、評価はＡであ
る。引き続き適宜工夫の上努め
られたい。

Ａ

幼児から高校生年齢までの児童・生徒やその保護者、
または教員からの相談を、庁舎においては教育相談や
就学相談、学校ではスクールカウンセリングや巡回相
談、また、適応指導教室や不登校ひきこもり相談室に
おいて、さらには家庭訪問等、様々な形態で行ってい
る。どの場面においても、人権を侵害するセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー、性暴力などの被害が発覚
した場合には、相談者にも同意を得て、速やかに子ど
も家庭支援センターに連絡をしたり、緊急の場合は警
察にも電話することを伝えた。その後、子ども家庭支援
センター、女性相談、学校等関係機関と連携して支援
体制を作っていくよう努めた。

連携のための情報共有につ
いては、要保護児童対策地
域協議会としての守秘義務の
範囲で可能であると考えてい
るが、緊急の場合、要保護児
童として対応していい事例で
あるという確認ができる以前
に、本人の同意がなくても情
報提供して安全を守らなけれ
ばならないと判断されたとき、
各部署が適切に対応できるよ
う、情報共有のあり方につい
て庁内全体で検討し、理解し
ておく必要がある。

Ａ

引き続き適宜工夫の上努めて頂
きたい。

Ｂ

男性からの相談については、庁内相談部署や東京都
の男性相談を紹介する.

男性相談のあり方について情
報収集しながら継続的に検
討を行う。

Ａ

引き続き、相談状況の変化に応
じて適宜工夫の上努められた
い。

Ａ

平成20年度より西東京市緊急一時保護宿泊費等助成
金交付要綱を制定。この事業は、被害者支援の選択
肢を広げるために実施しているが、保護施設などが利
用できないときに実施する事業なので、平成26年度実
績は0である。

今後も継続実施する。

Ａ

引き続き、支援要望状況の変化
に応じて適宜工夫の上努められ
たい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

138

協働コミュニティ課 健康課、教育指導課による実
施状況の把握をする。

139

健康課 実施方法について検討する。

140

教育指導課 東京都教育委員会と連携し、
学習指導要領を踏まえた適切
な性教育の実施についての
指導・助言を行う。小学校に
おいては体育の保健領域で、
中学校においては、保健体育
において性に関する学習を教
科書に基づいて適正に指導
を行うようにする。

141

協働コミュニティ課 パリテ内で掲示による啓発を
実施する。

142

健康課 ファミリー学級において情報
提供しているが、非妊娠期・思
春期の情報提供の方法につ
いては検討する。

143

協働コミュニティ課 女性相談等において、相談者
の必要に応じて、女性専門外
来を案内する。

144

健康課 情報集約に努める。

145

②女性特有の
病気に対する
予防と検査の
実施

子宮がん、乳がん、骨粗しょ
う症の予防と検査の充実を図
ります。
また、更年期の心身の健康づ
くりや予防についての情報提
供に努めます。

健康課 女性のがん検診、骨粗しょう
症、更年期の教育の充実と周
知に努める。

Ⅱ-4

（１）

②性と生殖に
関する健康支
援情報の提供

（２）

リプロダクティブ・ヘルス／
ライツ（性と生殖に関する健
康と権利）の概念が社会に根
付くよう、多様な機会を通じ
て情報を提供します。
また、いのちを育む妊娠・出
産について、男女ともに正し
い知識を持って、安心して迎
えられるよう情報の提供に努
めます。

①女性専門外
来に関する情
報提供

女性に特有のからだの不調や
悩みに対応するため女性専門
外来を設置している医療機関
に関する情報を提供します。

①発達に応じ
た性教育の実
施

幼児期・思春期・成人期に至
るまで、発達に応じたからだ
と性に関する正しい知識を身
につけ、自他ともに尊重した
豊かな性教育を実施します。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

研修への参加や情報収集を行う。
相談の機会を通じて情報提供を行う。

今後も継続実施する。

Ｂ

情報提供の内容についても検討
していくこととされたい。

Ｃ

更年期をテーマに壮年期の女性への普及啓発に取り
組んだが、学齢期の女子への取り組みは実施方法等
の検討に留まっている。

実施形態や関連部署との連
携

Ｃ

学齢期の女子への取り組みにつ
いては関連部署との連携を図り
ながら実施形態について検討協
議していくこととされたい。

Ｂ

東京都教育委員会と連携し、学習指導要領を踏まえた
適切な性教育の実施についての指導・助言を行った。
小学校においては体育の保健領域で、中学校におい
ては、保健体育において性に関する学習を教科書に
基づいて適正に指導を行うようにした。

東京都教育委員会と連携し、
学習指導要領を踏まえた適
切な性教育の実施について
の指導・助言を行う。小学校
においては体育の保健領域
で、中学校においては、保健
体育において性に関する学
習を教科書に基づいて適正
に指導を行うようにする。

Ｂ

小・中学生の意見も聴取しながら
適正に指導していくこととされた
い。

Ｂ

パリテ内掲示にて、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの
説明を掲載した。

引き続き、様々な手段で情報
提供をする。

Ｂ

パリテ内の掲示にとどまらず、市
報と一緒に全市民に配布するな
どの方法を検討していくこととさ
れたい。

Ｃ

非妊娠期についての情報提供の場を模索中 学齢期の教育部署との連携
が課題

Ｃ

非妊娠期・思春期の子どもたち
が望まない妊娠は暴力であるこ
と等も含めた正しい知識を得ら
れるよう教育部署との連携を図り
ながら、検討していくこととされた
い。

Ｂ

相談内容に応じて女性専門外来に関する情報を案内
した。

今後も情報収集し、相談者以
外への情報提供の方法を検
討する。

Ｂ

引き続き、検討されたい。

Ｃ

情報集約に努めている。 把握している専門外来が少な
い。 Ｃ

近隣の区・市町村や東京都・埼
玉県にも照会し情報収集を図
る。

Ｂ

子宮頸がん検診・乳がん検診において、受診率向上
事業の中で、市独自の勧奨教材を作成し、個別勧奨
の効果の検証を行っている。
骨祖しょう症健診は継続して実施している。周知につ
いては、ＨＰや広報、健康事業ガイドを通して実施して
いる。その他、チラシを対象者が来所するような事業や
会場に設置し周知を行っている。
更年期の教育については、サンテカレッジのコースに
位置付け、周知に努めた。

がん検診はH25年度勧奨対
象者の追跡。教育は、引き続
き、周知勧奨に努める。

Ｂ

引き続き，がん検診の実施・追跡
を進められたい。骨粗鬆症につ
いては、地域包括支援センター
等にチラシを設置するなどの工
夫をしながら周知奨励に努めて
いただきたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

146 （１）

①ワーク・ラ
イフ・バラン
スに関する情
報の提供

市民を対象に、ワーク・ライ
フ・バランスや育児・介護休
業法、労働時間短縮等に関す
る講座の開催や情報提供を行
います。

協働コミュニティ課 講座の開催や情報誌「パリテ」
等による情報提供を行う。

147

協働コミュニティ課 情報誌「パリテ」等の配布によ
り啓発を行う。

148

産業振興課 市民への普及啓発資料として
「ポケット労働法2014」を出版・
配布する。

149

②ワーク・ラ
イフ・バラン
ス推進企業の
紹介

ワーク・ライフ・バランスを
推進している市内企業につい
て情報収集し、市内の企業・
事業所、ならびに市民に向け
て取り組みを紹介します。

協働コミュニティ課 紹介方法の検討をする。

150

協働コミュニティ課 チラシや啓発誌などで情報を
提供する。

151

産業振興課 市民への普及啓発資料として
「ポケット労働法2014」を出版・
配布する。

152

②市内企業の
男女平等意識
調査の実施

市内企業・事業所を対象に、
男女平等に関する意識やワー
ク・ライフ・バランスの取り
組みについて実態調査を行い
ます。

協働コミュニティ課 調査実施に向けて、情報収集
をする。

153

③市内事業者
団体に対する
情報の提供

市内事業者団体と連絡会を開
催し、男女平等参画に関する
意見交換会を行います。

協働コミュニティ課 連絡会実施に向けて、情報収
集をする。

154

④市内企業と
の連携事業の
実施

都や商工会、市内企業・事業
所等と連携を図りながら、
ワーク・ライフ・バランスの
取り組みについて、啓発と情
報交換を行います。

協働コミュニティ課 企業向けに、情報提供をす
る。

155

協働コミュニティ課 チラシや啓発誌などで情報を
提供する。

156

産業振興課 市民への普及啓発資料として
「ポケット労働法2014」を出版・
配布する。

Ⅲ-1★

（２）

①ワーク・ラ
イフ・バラン
スに関する意
識啓発

市内企業・事業所を対象に、
都や商工会等と連携して、労
働時間短縮や育児・介護休業
法の周知と啓発を行うととも
に、仕事と子育て・介護等と
の両立支援のための情報提供
を行います。

①男女ともに
働きやすい職
場づくりに関
する情報の提
供

市内企業・事業所に向けて、
都や商工会等と連携して、男
女の固定的性別役割分担に基
づく制度や慣行の見直しなど
男女平等参画に関すること
や、労働関係法に関すること
などの情報提供を行います。

（３）

⑤多様な働き
方に関する情
報の提供

市内企業・事業所、市民を対
象に、都や商工会等と連携し
て、パートタイムや派遣労
働、テレワーク等について情
報提供を行います。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

「女性のためのライフプランニング」として、就職・結婚・
妊娠をテーマにして、白河桃子さんを講師に招き、講
演会を実施した。参加者は21人。
情報誌パリテ第14号で社会学が専門で、人事管理や
ワーク・ライフ・バランスに詳しい中央大
学大学院の佐藤博樹教授のインタビューを掲載した。
また、育児・介護休業法などが掲載されている「ポケット
労働法2014」（編集：東京都産業労働局）を産業振興
課の依頼により窓口に設置した。

引き続き、情報提供に努め
る。

Ａ

大いに評価できる。

Ａ

情報誌パリテ第14号で社会学が専門で、人事管理や
ワーク・ライフ・バランスに詳しい中央大
学大学院の佐藤博樹教授のインタビューを掲載した。
また、育児・介護休業法などが掲載されている「ポケット
労働法2014」（編集：東京都産業労働局）を産業振興
課の依頼により窓口に設置した。

引き続き、意識啓発に努め
る。

Ａ

引き続き、推進していただきた
い。

Ｂ

「ポケット労働法2014」を産業振興課ほか関係部署に
て配布。

今後も継続実施の予定。

Ｂ

引き続き、継続実施していただき
たい。

Ｂ

東京都産業労働局のホームページで、ワークライフバ
ランス推進企業を紹介しており、そのうち西東京市に住
所のある２件の企業をパリテ内で紹介した。

引き続き、ワーク・ライフ・バラ
ンスを推進している企業の紹
介を行う。 Ｂ

具体的な企業紹介は効果がある
ので、推進していただきたい。

Ａ

情報誌パリテ第14号で社会学が専門で、人事管理や
ワーク・ライフ・バランスに詳しい中央大
学大学院の佐藤博樹教授のインタビューを掲載した。
また、育児・介護休業法などが掲載されている「ポケット
労働法2014」（編集：東京都産業労働局）を産業振興
課の依頼により窓口に設置した。

引き続き、色々な形で情報提
供を行う。

Ａ

引き続き、推進していただきた
い。

Ｂ

「ポケット労働法2014」を産業振興課ほか関係部署に
て配布。

今後も継続実施の予定。

Ｂ

引き続き、継続実施していただき
たい。

Ｃ

他自治体の報告書の確認や商工会窓口への状況確
認、東京都の労働相談情報センターへの問い合わせ
などはしたが、情報収集に留まり具体的な確認には至
らなかった。

引き続き、情報収集に努めな
がら、調査方法の検討をす
る。 Ｃ

引き続き、実施に向けて検討を
推進していただきたい。

Ｃ

商工会窓口への状況確認、東京都の労働相談情報セ
ンターへの問い合わせなどはしたが、情報収集に留ま
り具体的な確認には至らなかった。

引き続き、情報収集に努めな
がら、連絡会実施に向けて検
討をする。

Ｃ

引き続き、実施に向けて検討を
推進していただきたい。

Ｃ

東京都労働相談情報センターや産業振興課からの情
報をパリテ内で提供するなどした。

企業の団体を見つけるのは
なかなか難しいが、商工会等
を中心に情報提供を実施、啓
発を行っていく。

Ｃ

引き続き、情報提供を推進して
いただきたい。

Ｂ

パリテ窓口で、産業振興課が発行（東京都が編集）す
る育児・介護休業法が記載されている「ポケット労働法
2014」を配布した。

引き続き、色々な形で情報提
供を行う。

Ｂ

引き続き、推進していただきた
い。

Ｂ

「ポケット労働法2014」を産業振興課ほか関係部署に
て配布。

今後も継続実施の予定。

Ｂ

これまでの成果を検証し、さらに
推進していただきたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

157

協働コミュニティ課 講座の開催や情報誌「パリテ」
等による情報提供を行う。

158

健康課 男性向けの栄養（料理）講座
を開催する。

159

公民館 父親と子ども向けの講座を実
施し、男性の家事や育児への
参加の促進につなげる。

160

協働コミュニティ課 パリテ窓口で、産業振興課が
発行（東京都が編集）する育
児・介護休業法が記載されて
いる「ポケット労働法2014」を
配布する。

161

健康課 ファミリー学級において情報
提供を行う。

162

職員課 庁内ＬＡＮによる情報提供や
個別相談による制度紹介を行
う。

163

職員課 庁内ＬＡＮによる情報提供や
個別相談による制度紹介を行
う。

164
高齢者支援課 ・窓口相談業務

165

②介護講座の
開催

仕事と介護の両立や介護保険
サービスについて情報提供を
行うとともに、介護に必要な
正しい知識と実践方法等につ
いて講座を開催します。

高齢者支援課 ・「介護保険と高齢者福祉の
手引き」の発行
・在宅介護教室事業

（２）

②男性の育児
休業取得の啓
発

男性の育児休業取得に向け
て、育児・介護休業法の周知
や取得事例を紹介するなど、
啓発を行います。

①介護休業取
得の啓発

介護休業取得に向けて、育
児・介護休業法の周知や取得
事例を紹介するなど、啓発を
行います。

①男性向け家
事・育児に関
する情報の提
供

男性を対象に、家事や育児に
ついて関心や興味を高め、参
加の促進につながるような情
報を提供します。

Ⅲ-2
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

男性向け育児講座として、「パパとダンボール電車を作
ろう」を実施。
参加者29人
保育付き利用者2人
また、情報誌パリテは、Vol13でステキに男女平等参画
のコーナーで「男の子育て」編で、Vol14では「イクジ
イ」編でロールモデルを紹介。

引き続き、色々な形で情報提
供を行う。

Ａ

大いに評価できる。

Ａ

男性向けの栄養講座やファミリー学級等で情報提供
「男性の基本料理教室」：開催回数2回、参加延べ人数
30名
「ファミリー学級」：開催回数32回、父親参加延べ人数
387名

継続して実施する。

Ａ

大いに評価できる。

Ｂ

「本でつながる心と心　お父さん編」「育メンパパとクッ
キング」ほか男性保護者と子どもが参加できる講座を
実施した。

6館全体でより男性の参加を
促す必要がある。

Ｂ

引き続き、参加促進を推進して
いただきたい。

Ｂ

「ポケット労働法2014」を配布した。 引き続き、色々な形で情報提
供を行う。

Ｂ

引き続き、推進していただきた
い。

Ｂ

ファミリー学級において体験談含め情報提供に努めた
が、現状の社会情勢では、父親個人の理解や努力だ
けで取得するには、限界がある。

引き続き、普及啓発の努め
る。

Ｂ

課題を検証し、引き続き、推進し
ていただきたい。

Ａ

①育児休業取得対象の男性職員に対し、個別に制度
の説明を実施。個人の要望にあった休暇計画を提案。
②新人研修の中で、男性の育児休業制度や特定事業
主行動計画等について説明。
③平成26年度中の男性職員の育児休業取得者数：２
名。

引き続き、次のとおり取り組
む。
①制度及び制度利用実績の
周知。
②「性的役割分担意識の是
正」や、男性職員自身及び職
場における「男性職員の積極
的な育児参加に対する消極
的な意識の是正」等、制度利
用を支援する職場環境の整
備。
③業務量・業務分担等、各職
場における業務改善。
④配偶者が妊娠している男
性職員の把握及び事前の制
度説明。

Ａ

周知とともに、取得職員がみられ
たことは評価できる。

Ａ

①介護休暇取得対象の職員に対し、個別に制度の説
明を実施。個人の要望にあった休暇計画を提案。
②新人研修の中で、介護休暇制度について説明。
③平成26年度中の介護休暇取得者数：５名。

引き続き、制度周知や活用に
ついて、情報提供を行う。

Ａ

引き続き、推進していただきた
い。

Ａ
介護休業について、勤務先に相談するよう助言する。 引き続き助言していく。

Ａ
引き続き、推進していただきた
い。

Ａ

・在宅介護教室を2回開催した。
参加人数（各回定員20人）
①６人（うち男性１人）
②１８人（うち男性２人）    　　　　　　　　　　　　　　　　・
「介護保険と高齢者福祉の手引き」の発行

・より多くの方々に参加してい
ただけるよう周知を図ってい
く。
・引き続き市民の方に読みや
すく、わかりやすい冊子を精
査し、介護保険によるサービ
スと高齢者福祉のサービスを
効率的にご利用いただけるよ
う周知する。

Ａ

具体的な実施で、大いに評価で
きる。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

166

健康課 随時電話相談の実施、各健
診や相談、訪問を通じて相談
支援を継続する。

167

生活福祉課 児童委員の周知を図り、地域
における相談機能を高めま
す。
生活困窮世帯の子育て環境
が整えられるよう、生活保護面
接相談員を配置して、きめ細
かい対応に応じます。

168

子育て支援課 母子・父子自立支援員による
ひとり親相談を実施する。
※母子自立支援員は平成26
年10月から母子・父子自立支
援員に変わります。

169

保育課 保育課窓口等の相談業務の
充実を図り、定期的に家庭的
保育事業者等を訪問し、保育
内容の指導・助言等を行う。

170

児童青少年課 在宅はもとより、仕事と子育て
の両立を図る親についても、
不安を抱えず安心して子育て
ができるよう、気軽に相談でき
るしくみづくりの整備

171

子ども家庭支援センター 子供家庭相談の周知を図る。

172

子育て支援課 病児・病後児保育事業を実施
する。（２施設10名定員）

173

保育課 入園申込者の入園環境の改
善に努める。

174

児童青少年課 児童館・学童クラブの計画的
整備

175

子ども家庭支援センター 子育て支援ショートステイ事業
の周知を図る。

176

子育て支援課 私立幼稚園等園児保護者負
担軽減事業費補助金及び就
園奨励費補助金を実施する。

177

教育企画課 経済的理由により就学が困難
な児童及び生徒の保護者に
対して、就学援助費及び就学
奨励費を支給する。
（認定審査基準による）

（１）

③子育て家庭
に対する経済
的な支援

子育て家庭の教育負担を軽減
するための施策を実施すると
ともに、施策の充実を国や都
に要望します。また、市独自
の支援を実施します。

①子育てに関
する相談の実
施

仕事と育児の両立や、在宅で
子育てをしている親が、不安
を抱えず安心して子育てがで
きるよう、気軽に相談できる
窓口や体制の整備・充実を図
ります。

②保育サービ
スの提供

誰もが安心して子育てをしな
がら仕事や地域活動に参画で
きるよう、多様なニーズに対
応したきめ細やかな保育サー
ビスを提供します。

Ⅲ-3
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

子育て力の低下等、対象者となる家庭の増加する中、
随時の電話相談、面接や赤ちゃん訪問等事業等を通
して相談体制を継続実施

相談体制の維持向上に努め
る。

Ａ

体制維持と共に、相談業務、訪
問業務をより周知していただきた
い。

Ａ

児童委員の役割について市報及び子育てフェスタな
どでPRを行い周知を図った。
平成26年度から生活保護面接相談員3名を配置し、相
談体制の充実を図った。

引き続き、児童委員の役割に
ついて周知を図る。
生活保護面接相談員の欠員
をなくし、4名体制として充実
を図る。

Ａ

引き続き周知を図っていただくこ
とと、相談員の人数による充実度
の点検を行なっていただきたい。

Ａ

母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資格取
得、住宅、養育・家事援助、年金・手当など、個々の状
況に応じて相談・助言を行いました。
延べ相談件数984件

引き続き一人ひとりの状況に
応じた相談・助言を行ってい
きます。 Ａ

今後も個々の状況に応じた相
談・助言体制に努めていただき
たい。

Ａ

相談業務は、公私立園全園でも行っているが、保育課
窓口においても地域子育て推進員の増員により充実を
図った。　家庭的保育事業者には、地域子育て推進員
が訪問し、相談業務を含めた保育の助言等を行ってい
る。

継続実施により整備・充実を
図る。

Ａ

引き続き整備・充実に努めてい
ただきたい。

Ｂ

児童館利用者、事業及び行事参加者の相談体制の整
備

気軽に相談できる窓口や体
制のしくみづくり

Ｂ

取り組み計画と次年度の課題に
あるように気軽に相談できる体制
を整えていただきたい。

Ａ

児童・生徒に啓発カードを配布し、子ども家庭相談や
センターの周知を図った。

今後も、配布物による子供家
庭相談の周知を継続するとと
もに、関係機関へ出向いてい
く機会を増やす。

Ａ

引き続き周知を図っていただき
たい。

Ａ

２施設・合計定員10名により、実施しました。
延べ利用人数は、次のとおりです。
　＊病児・病後児保育室えくぼ　　1,839人
　＊病後児保育室ぱんだ　　          687人

２施設への委託を継続し、より
多くの病児・病後児を受け入
れることができるよう、施設へ
働きかけます。

Ａ

引き続き働きかけをお願いしま
す。

Ａ

3園において1歳児受入人数の拡大を図った。 入園申込者の実態把握に努
め、拡充を図る。

Ａ

実態に応じて拡充を図っていた
だくようお願いします。

Ｂ

保護者が就労等の理由で、放課後適切な監護が受け
られないおおむね小学校４年生(障害児については６
年生まで)までの児童に対する健全育成

児童館・学童クラブの計画的
整備

Ｂ

希望者の把握と利用児童に対す
る健全育成の内容についても点
検いただきたい。

Ａ

市のホームページに事業内容を引き続き掲載し、事業
ＰＲを行った。年間延べ利用日数は323日、年間延べ
利用者数は102人と増加している。

利用者増に対応できるよう調
整を図る。 Ａ

継続した取り組みをお願いした
い。

Ａ

幼稚園に通うお子さん・家庭を支援するため、国・東京
都とともに、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業
費補助金及び就園奨励費補助金の交付を実施しまし
た。

平成27年度から、子ども・子
育て支援法の本格導入され、
子育て支援制度が変わります
が、幼稚園へ通うお子さんが
いる家庭へ継続的な支援が
できるよう、努めてまいりま
す。

Ａ

継続した支援をお願いしたい。

Ａ

認定者数
　（小）準要保護 846人　要保護177人
　（中）準要保護 557人　要保護93人
支給額
　（小）62,706,492円
　（中）71,404,102 円
平成27年4月30日現在（出納閉鎖期間含）

引き続き、適切な事業実施に
努める。

Ａ

継続した支援をお願いしたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

178

協働コミュニティ課 保育付講座の開催や情報誌
「パリテ」等による情報提供を
行う。

179

子育て支援課 子育てハンドブックを作成し配
布する。（4,000部）

180

保育課 地域子育て支援センター５園
の各種事業の充実を図り、情
報提供に努める。

181

子ども家庭支援センター 子育てサークルに関する情報
提供を行う。

182

公民館 子育てに関するチラシ等の情
報を館内で提供する。

183

保育課 一時保育の当日申込みを可と
する等、弾力的な運用を継続
し、利便性を確保する。

184

子ども家庭支援センター サポート会員の増加を図る。

185

児童青少年課 ｢幼児のつどい｣等子育て世帯
の交流を図る機会の提供

186

子ども家庭支援センター 子育てグループ活動室の貸
出しを行う。

187

公民館 ・保育付講座の参加者の求め
に応じて、サークル作りへの助
言や情報提供を行う。
・保育付のサークルに対し、
サークル同士の連絡・調整を
図り、情報交換が行えるよう支
援する。

（２）

②地域で子育
てを支え合う
保育サービス
の提供

身近な地域で子育てを支え
る、一時保育やファミリー・
サポート・センターの充実を
図ります。

③子育てサー
クルの育成と
支援

地域の子育て世帯の交流を図
るために、子育てサークルの
育成を支援するとともに、保
育付き講座を開催し、参加者
の情報交換の支援などを行い
ます。

①子育て支援
に関する相談
と情報の提供

身近な地域で子育てについて
相談でき、必要な情報を入手
できるように、子ども総合支
援センターの充実を図るとと
もに、地域子育て支援セン
ターの機能の充実を図りま
す。また、情報誌の作成・配
布や保育付き講座を開催し、
情報提供を行います。

Ⅲ-3
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

情報誌パリテは、Vol13でステキに男女平等参画の
コーナーで「男の子育て」編で、Vol14では「イクジイ」
編でロールモデルを紹介。

アラ還世代の男性を対象とした講座以外は、全講座保
育付きで開催。パリテまつり講座等についても保育付
きで開催。
講演会・講座開催数　9回
参加者　224人　　保育付き利用者　52人
パリテまつり講演会・講座等開催数　7回
参加者　353人　　保育付き利用者　28人

引き続き、継続実施に務め
る。

Ａ

継続実施と共に、より一層の周
知をお願いしたい。

Ａ

子育てハンドブックを作成し、地域子育て支援センター
等、子育てについて相談できる場について、情報提供
しました。

今後も、子育てハンドブックを
作成し、子育てに関する情報
を提供します。 Ｂ

より一層の情報提供に努めてい
ただきたい。

Ａ

各種事業については、ホームページ等にて各センター
毎に工夫を凝らし周知するとともに、多様な講座等を実
施し充実を図っている。

継続実施により充実を図る。

Ａ

継続した取り組みをお願いした
い。

Ｂ

市報や広場事業を活用し、子育てサークルに関する情
報を幅広く収集、提供した。

今後も推進していくために、
積極的な子育てサークルへ
の声かけとあわせて数値化で
きるよう検討する。

Ａ

今後も継続した取り組みをお願
いしたい。

Ａ

各館子育てに特化した配架コーナーを設けるなど、情
報提供に務めた。

引き続き、継続実施に務め
る。 Ａ

引き続き情報提供をお願いした
い。

Ａ

当日における電話申込を受け付け、利用枠を超えても
対応する等、利便性の確保に努めている。

継続実施によりサービス提
供。

Ａ

引き続き利便性の追求をお願い
します。

Ｃ

市報や市のホームページに事業内容を引き続き掲載
し、事業PRを行った。サポート会員への新規登録は41
人(前年度より11人増）となったが、38人の退会があっ
た（前年度より3人増）。

サポート会員の事業PRを関
係機関に協力を仰ぐ必要が
ある。 Ｃ

サポート会員の増加に向けて、
課題の整理と点検をお願いした
い。

Ａ

子育てサークル事業を実施することで地域の子育て世
代の保護者の交流を促進

｢幼児のつどい｣等における情
報交換等の積極的な活用及
び支援 Ａ

継続した取り組みをお願いした
い。

Ａ

子育てグループ活動室の登録は88団体であり、活動
室の利用延べ件数は435件である。

今後も、子育てサークルへの
声かけとあわせて子育てグ
ループ活動室の周知を図る。 Ａ

継続した取り組みをお願いした
い。

Ａ

保育付講座から6つのサークルが出来上がり、継続的
に支援している。
保育室運営会議を催し、サークル同士の連絡・調整を
図り情報交換を支援している。

引き続き、継続実施に務め
る。

Ａ

継続した取り組みをお願いした
い。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

188

健康課 随時電話相談の実施、各健
診や相談、訪問を通じて相談
支援を継続する。

189

生活福祉課 児童委員の周知を図り、地域
における相談機能を高めま
す。
生活保護を受給するひとり親
世帯の子育てや子の進学の
悩みに対応するため、家庭相
談員により必要な支援を行い
ます。

190

子育て支援課 母子・父子自立支援員による
ひとり親相談を実施する。

191

②ひとり親家
庭の生活支援

ひとり親家庭に対する相談事
業やホームヘルパーの派遣、
母子自立支援プログラム策定
事業等の就業支援事業に取り
組みます。

子育て支援課 母子・父子自立支援員による
ひとり親相談や、ひとり親家庭
ホームヘルプサービス事業、
母子自立支援プログラム策定
員による就労支援事業を実施
する。
※「母子自立支援プログラム
策定事業」及び「母子自立支
援プログラム策定員」は、平成
26年10月からそれぞれ「母
子・父子自立支援プログラム
策定事業」「母子・父子自立支
援プログラム策定員」に変わり
ました。

192

生活福祉課 民生委員・児童委員を介して
地域に福祉に関する情報の
提供を図ります。
地域での気づきを地域包括支
援センター等関係機関につな
げ、切れ目のない支援に努め
ます。

193

高齢者支援課 ・地域包括支援センターにお
いて、地域の関係者とのネット
ワークの強化に取り組むと共
に、介護サービスを含む様々
なサービスや多様な地域資源
の把握・活用により総合的な
相談体制の充実に努めます。

194

障害福祉課 障害者総合支援センター・フ
レンドリーにおける相談体制
の充実を図る。

（３）

①子育てに関
する相談の実
施(再掲）

仕事と育児の両立や、在宅で
子育てをしている親が、不安
を抱えず安心して子育てがで
きるよう、気軽に相談できる
窓口や体制の整備・充実を図
ります。

①地域での福
祉に関する相
談と情報の提
供

介護や福祉に関する情報提供
の充実を図ります。また、高
齢者や障害者の見守りも含
め、地域包括支援センター等
における相談体制の充実を図
ります。

Ⅲ-3

Ⅲ-4 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

子育て力の低下等、対象者となる家庭の増加する中、
随時の電話相談、面接や赤ちゃん訪問等事業等を通
して相談体制を継続実施

相談体制の維持向上に努め
る。

Ａ

今後も維持向上に努めていただ
きたい。

Ａ

児童委員の役割について市報及び子育てフェスタな
どでPRを行い周知を図った。
家庭相談員が平成26年度述べ養育602件、進学242
件の相談を行った。

引き続き、児童委員の役割に
ついて周知を図る。
生活保護面接相談員の欠員
をなくし、4名体制として充実
を図る。 Ａ

引き続き周知を図っていただくこ
とと、相談員の人数による充実度
の点検を行なっていただきたい。

Ａ

母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資格取
得、住宅、養育・家事援助、年金・手当など、個々の状
況に応じて相談・助言を行いました。
延べ相談件数984件

引き続き一人ひとりの状況に
応じた相談・助言を行ってい
きます。 Ａ

今後も個々の状況に応じた相
談・助言体制に努めていただき
たい。

Ａ

【ひとり親相談】
　延べ相談件数984件
【ひとり家庭ホームヘルプサービス事業】
　派遣状況　13世帯　401回
【プログラム策定件数】
　29件

ひとり親家庭ホームヘルプ
サービス事業については、本
事業の対象外であったり、本
事業では十分な支援が行え
ない対象者に対して、関係機
関と連本を図りながら、適切
な他のサービスを案内するな
ど、的確な支援が行えるよう、
取り組んでまいります。

Ａ

今後も関係機関同士の連携を密
にし、充実した支援体制をお願
いします。

Ａ

毎月開催される民生委員児童委員協議会の定例会な
どの機会を通じて、地域包括支援センターや、関係行
政機関などからの様々な情報提供を受け、その情報を
地域住民に提供する、又は、地域住民からの相談や、
意見などを関係機関へ繋ぐなど行っている。日常の訪
問活動を通じた地域住民とのつながりを構築するととも
に、関係する行政機関などとは、様々な会議の場での
情報交換を行うなどして、関係を構築している。

引き続き、民生委員・児童委
員を介して地域に福祉に関
する情報の提供を図ります。
地域での気づきを地域包括
支援センター等関係機関に
つなげ、切れ目のない支援に
努めます。

Ａ

地域福祉に関する情報を、民生
委員・児童委員が調整役として
適切に活動し、「地域住民」と「地
域包括支援センターや関係行政
機関」の間で、双方向的に提供・
受領している。加えて、訪問活動
を通じて得た情報をもとに、切れ
目ない支援を実践しており、高く
評価できる。引き続き、民生委
員・児童委員が十分に機能を発
揮できるよう行政情報の適切な
提供や研修制度の充実を図って
頂きたい。

Ａ

市内８箇所の地域包括支援センターでの福祉・介護等
の相談対応件数が30,317件あった。
各包括では継続して地域ネットワーク連絡会を開催し
ている。当連絡会では、個別ケースの検討から地域の
課題を発見し、その解決のための地域の保健・医療・
福祉等の関係者とのネットワーク作りに取り組んでい
る。

引き続き、地域ネットワーク連
絡会の開催等により地域資源
の把握・活用及び地域におけ
る多様なネットワークの構築を
図り、地域包括ケアシステム
におけるコーディネータとーし
ての地域包括支援センター
の機能を強化する。

Ａ

“地域での福祉”の基礎である相
談体制充実・ネットワークの強化
は、相談件数が５％アップしてい
るなど高い水準の実績が上がっ
ている。今後も、更なる充実を期
待する。

Ａ

庁内外の相談支援機関の連携・調整の要として、一人
ひとりの情報や課題の共有を行う「基幹型相談支援セ
ンター」を目指して、相談体制の充実を図った。

引き続き、継続実施に務め
る。

Ａ

縦割りを改め、一人ひとりの情報
等の共有を進めることによる相談
体制の更なる充実を期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

195

生活福祉課 民生委員・児童委員、ほっと
ネット推進員など地域での見
守り活動を充実させます。

196

高齢者支援課 ・高齢者配食サービス事業
・高齢者緊急通報システム事
業
・ささえあいネットワークの周知
を図ると共に、一人でも多くの
高齢者に見守りの目が行き届
くように、見守り方法の見直し
及び新たな見守り方法の検討
を行います。

197

③NPOや市民活
動団体等との
協働の推進

NPOや市民活動団体等がより質
の高いサービスやきめ細かな
多様なサービスを提供できる
よう、積極的にNPOの活動を育
成・支援するとともに、連携
を強化していきます。

協働コミュニティ課 ・市民協働推進センター「ゆめ
こらぼ」
　ハードとソフトの両面から市
民活動を支え、地域における
様々な主体の組み合わせによ
る協働を推進する。
・ＮＰＯ等企画提案事業
　市民活動団体による協働事
業の提案募集を実施する。採
択されると最大3年間の補助
対象となり、協働事業を実施
する。毎年新規採択3事業を
予定しており、継続事業を含
めると最大9事業の実施が可
能である。
・地域活動情報ステーション
　市内の様々な市民活動団体
のデータを集約し、発信する。

198

生活福祉課 福祉サービス第三者評価シス
テムの受審費用の補助制度
の活用促進することにより、福
祉サービスの質の維持向上、
利用者への適切な情報提供
に努めます。

199

高齢者支援課 ・在宅介護教室事業

200

障害福祉課 障害者週間の期間に障害に
関する講演会を開催する。ま
た、市報やホームページ等で
の情報提供に努める。

Ⅲ-4

（１）

②地域でふれ
あい、ささえ
あうネット
ワークの形成

ひとり暮らし、高齢者世帯、
日中独居等の高齢者が地域の
中で安心して暮らせるよう、
見守り活動等地域で支えあう
体制の充実を図ります。

①家族介護者
への情報の提
供

家族介護者の負担を軽減する
ために、福祉サービス第三者
評価システムの活用促進、介
護講習会の開催や、家族会・
介護者のつどいの支援、高齢
者等の被介護者虐待防止のた
めの意識啓発などを行いま
す。

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

民生委員・児童委員については、欠員地域に対し８名
の補充を行い、また、ほっとネット推進員については、
39名の養成を行った。これにより、従来よりきめ細かく
地域での活動を行うことができるようになった。　とも
に、地域の目・耳とも言える活動をする役割を持ってお
り、行政等では目の届きにくい地域の中でのことにつ
いて、関係機関へ繋ぐ役割を果たしている。
相談件数　民生委員：延べ1,464件　ほっとネット：延べ
653件

引き続き、民生委員・児童委
員、ほっとネット推進員など地
域での見守り活動を充実させ
ます。

Ａ

地域での見守り活動の中心的役
割を果たす民生委員・児童委
員、ほっとネット推進員を大幅に
補充し、高い相談実績を確保し
ている。引き続き、研修制度の充
実など各委員に研鑽を支援しつ
つ、市民のため、見守り活動の
充実を進めて頂きたい。

Ａ

・高齢者配食サービス事業
　5事業所で昼食を対象高齢者に手渡しすることにより
安否確認を実施。
・高齢者緊急通報システム事業
　緊急通報システム通報件数　88件
　火災安全システム通報件数　6件
・ささえあいネットワーク事業
　ささえあい協力員　1,425人
　ささえあい協力団体　170団体
　ささえあい訪問協力員　328人（うち男性89人）
　ささえあいネットワーク懇話会　16回

・高齢者配食サービス事業
　ささいな変化を見逃さないよ
う見守りレベルの均一化
・ささえあいネットワーク事業
　認知度の向上

Ａ

前年度を大きく上回る規模に成
長したささえあいネットワーク事
業をはじめ、施策の充実に努め
ている点を高く評価する。引き続
き、地域で支え合う体制が充実さ
れることを期待する。

Ａ

・市民協働推進センター「ゆめこらぼ」
　各種講座や事業の実施を行うとともに、相談などを通
じて新たな市民活動を創出した。
　また、行政職員との懇談会を実施し、意見交換を
行った。
・ＮＰＯ等企画提案事業
　【26年度新規事業】
  ①応募事業数５事業(５団体）
　　 内採択事業３事業（３団体）
　②補助金対象事業
　　新規事業、継続事業合わせて8事業
・地域活動情報ステーション
　登録団体数79団体（平成27年3月31日現在）。
　サイトアクセス数7,206件（平成27年3月31日現在）。

・市民協働推進センター「ゆ
めこらぼ」
　市民・市民活動団体、企
業、大学、行政等との連携を
促進し、地域課題解決に向け
た協働事業に結びつけること
が今後の課題である。
・ＮＰＯ等企画提案事業
　地域の課題を解決できる提
案事業数を増やすことが今後
の課題である。
・地域活動情報ステーション
　登録団体及びアクセス数増
加や、サイト活用の見直し等
について検討する必要があ
る。

Ａ

ＮＰＯ等との協働によるサービス
の提供は、地域福祉を進める上
で、極めて重要である。育成支
援に留まらず、地域課題の解決
を目指す姿勢は高く評価できる
とともに、着実な前進を期待す
る。なお、各団体の組織運営や
意思決定に女性の意見が十分
活かされているかという視点も大
切にして頂きたい。

Ｂ

ホームページ、市報等に事業実績等を掲載する等福
祉サービス第三者評価の結果を公表し、また、未受審
の施設には、直接受審の要請を行うなどすることによ
り、事業者及び利用者双方にメリットがあることを訴え、
補助金の交付を通じて受審の勧奨を行った。
　受審事業所数　24（公立３,民営21）

引き続き、福祉サービス第三
者評価システムの受審費用
の補助制度の活用促進する
ことにより、福祉サービスの質
の維持向上、利用者への適
切な情報提供に努めるととも
に、未受診の事業所に対して
は、受審の勧奨などを行い、
受診事業所の増加に努めま
す。

Ｂ

福祉サービスに係る第三者評価
結果の的確な公表は、家族介護
者のサービスの選択に極めて有
効であるとともにサービスの競合
いによるボトムアップに繋げること
が期待される。更なる受審勧奨
など、引き続き、サービスの一層
の向上に繋げる活動に尽力頂き
たい。

Ａ

在宅介護教室を2回開催した。
参加人数（各回定員20人）
①６人（うち男性１人）
②１８人（うち男性２人）

参加者からのアンケート結果
では、充実した内容であった
などの感想があり、概ね好評
であった。引き続き、参加しや
すい講習会となるように実施
していく。

Ａ

実施規模は前年度同様である
が、男性の参加者数が増加して
いることは評価できる。引き続き、
参加しやすさという視点も重視し
ていただきたい。

Ａ

障害者週間に講演会「制度が変わる今、地域で生きる
生活設計～西東京市モデルが始まりました～」を開
催。（障害者が、地域で生活していくうえでどんな支援
が必要か一緒に考えていく、という内容。）
参加人数182人（男10人、女172人）。市報・ホームペー
ジ・市内掲示板等での情報提供を行った。

引き続き、継続実施に務め
る。

Ａ

市独自モデルの今後の展開に
期待するとともに、男性の参加者
数を増やすべく、検討して欲し
い。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

201 Ⅲ-4 （２）

②専門職・関
係機関の連携
による家族介
護者への支援

家族介護者の精神的負担の軽
減を図るため、専門医による
家族介護者の専門相談事業を
実施するほか、支援者となる
関係機関の連携を強化しま
す。

高齢者支援課 ・地域包括支援センターとの
連携

202 （１）

①女性相談の
充実と男性相
談のあり方の
検討

男女平等の視点にたち、女性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DV など
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業を実施します。
また、男性を対象とした相談
事業のあり方について検討し
ます。

協働コミュニティ課 女性相談を見直し、充実を図
る。

204

②センター通
信の発行と配
布

センター通信「パリテだよ
り」等を発行し、市の公共施
設等で配布します。市民がい
つでもどこでも男女平等参画
について学べるよう、支援し
ます。

協働コミュニティ課 センター通信「パリテだより」の
あり方を検討し、より多くの市
民へ周知する。

205 （３）

①男女平等推
進センター パ
リテのホーム
ページでの情
報の提供

ホームページでパリテの事業
情報に加えて、広く市民の暮
らしに役立つ男女平等参画情
報を提供します。

協働コミュニティ課 男女平等推進センターの事業
をホームページに掲載し、情
報の提供を行う。

203

①男女平等参
画の視点に
たった各種講
座の開催（再
掲）

男女平等参画に関わるさまざ
まな問題について、共に考
え、理解し、自ら解決する力
をつけるために各種講座を開
催します。

協働コミュニティ課 企画運営委員会の企画による
講座として、男女平等の視点
にたった基礎講座と共通講座
を開催し、他機関との協働に
よる事業、DV被害者支援のた
めの自立支援講座を開催す
る。
また、パリテまつり内でも男女
平等の視点にたった講座等を
開催する。

（２）
Ⅳ-1★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

市、地域包括支援センター、専門医が連携して、家族
介護者への負担軽減を図った。

引き続き連携をし、家族介護
者への負担軽減を図ってい
く。

Ａ

急速な高齢化が進む中、男女を
問わず、家族介護者の負担軽減
は、社会的な要請であり、充実
強化を図るべきである。

Ａ

女性相談の利用率の低い時間帯の見直しを行った。
また、パリテだけではなく、田無庁舎での出張相談を開
設し、利用率向上を目指した整備を行った。（相談時
間等の変更は、平成27年度から）
男性相談に関しては都の相談窓口などを案内しながら
情報収集を行った。
女性相談の実施
　悩みなんでも相談　相談件数：443件
　婦人相談　　　　　 　相談件数：697件

引き続き、利用者のニーズを
確認しながら、相談を受けや
すい窓口の整備に努める。

Ａ

緻密な過去データに基づいた相
談時間の見直しにより、市民の
ニーズを損なうことなく、担当者
の負担軽減を図ったことは改善
点であった。

担当者（ケアラー）のスキルアッ
プと心のメンテナンスについて検
討されたい。

Ａ

「パリテだより」は「情報誌パリテ」の中に統合し、今まで
は、１年間に２回（合計1,000部）発行していたものを、１
年間に１回の掲載としたが、発行部数を11,000部とし
て、より多くの方へ周知することができた。

引き続き、多くの方への周知
に努める。

Ａ

委員会からの要望に応えた発行
部数の増加は評価する。情報誌
の費用対効果は検討し続けなけ
ればならない課題であり、多様な
啓発方法を模索し続けられた
い。

Ａ

市民の方が、パリテの講演会・講座など受付中の情報
を見やすくするために、受付中の事業一覧のページを
作成した。
また、「情報誌パリテ」や男女平等参画推進委員会で
作成した、「男女平等参画推進計画実績評価報告
書」、「男女共同参画週間」、「女性に対する暴力をなく
す運動」などホームページで情報を提供した。

引き続き、見やすく、充実した
情報の提供に努める。

Ｃ

HPサイトにたどり着きにくいの
で、検索しやすくする工夫を検
討されたい。

男女平等参画を推進する上
ではありとあらゆる知識や多
様な分野を研究することが必
要であることを踏まえ、偏重的
な内容にならないようバランス
よく問題を提供する。

Ａ

企画運営委員の意識啓発と研修
方法を検討されたい。

市民グループから企画を募集す
るなどして、広範囲（年代、地域）
の住民にパリテの存在と意義を
醸成する。

Ａ

企画運営委員会の企画による講座
基礎講座　５回
１．　「気持ちを楽にするストレス対処法」
　参加者　40人　託児　12人
２．３回連続講座「 女性が輝くことを期待されている今
だから…“わたし”の磨き方レッスン」
　参加者　延べ53人　託児　延べ19人
３．「上映会「Girl Rising～私が決める、私の未来～」、
参加者　19人　託児　３人
４．「ほっと一息！てしごとカフェ（ハニカムボールの製
作）」、　参加者　10人　託児　８人
５．「ほっと一息！てしごとカフェ（雪柄コースターの製
作）」、　参加者　９人　託児　４人
共通講座　３回
１．４回連続講座　アラ還世代の男塾～さらなる自分を
見つめて～、　参加者　延べ99人
２．「パパとダンボール電車を作ろう」
　参加者　29人　託児　２人
３．「男子校・女子校ってどんなところ」
　参加者　13人　託児　０人

 ＤＶ被害者のための自立支援講座
１．「 ～タッピングタッチ～こころとからだのリラクゼー
ション」
２．「これだけは知っておきたい法律知識～夫婦と子ど
もの問題をめぐって～」
３．「ＤＶ・モラルハラスメントによる被害者の心身と子ど
もへの影響」
４．「タッピングタッチ２～こころもからだも大切に～」、
参加者　延べ72人　託児　延べ13人

【第７回パリテまつり】
2/2から2/13まで実施の間、講演会1回、講座3回開催
した。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

206 （３）

②男女平等参
画に関する図
書資料の収
集・整理

男女平等に関する図書、資料
を収集・整理し、市民が閲覧
できるようにします。

協働コミュニティ課 男女平等に関する図書を購
入し、市民が閲覧できるように
する。

207 （４）

①男女平等参
画に関する市
民、団体等へ
の活動支援と
ネットワーク
の形成

パリテまつりで参加団体を募
り、参加団体主催による講座
を開催するなど、男女平等参
画に関する市民、団体等への
活動支援とネットワークづく
りを支援します。

協働コミュニティ課 パリテまつりで参加団体を募
り、男女平等参画に関する市
民、団体等の活動を支援す
る。

208

①庁内の男女
平等推進会議
の定期的開催

庁内の男女平等推進会議を定
期的に開催します。

協働コミュニティ課 計画の各課実績評価を通し
て、庁内の男女平等施策の進
捗を共有する。

209

②関係各課の
男女平等施策
に関する調整

関係各課が実施する男女平等
施策について調整・推進しま
す。

協働コミュニティ課 計画の各課実績評価を通して
調整をする。

210

③苦情処理機
関設置検討委
員会の設置の
検討

男女平等参画社会の形成を阻
害する人権侵害などの相談に
適切・迅速に対応するための
窓口や、第三者機関も視野に
いれた苦情処理委員会など、
苦情処理機関設置の検討をす
すめます。

協働コミュニティ課 情報の収集に努める。

211 （２）

①条例設置検
討委員会の設
置

男女平等参画社会の実現に向
けた施策の積極的展開のより
どころとなる条例を検討する
ため、条例設置検討委員会の
設置を検討します。

協働コミュニティ課 条例設置検討委員会の設置
を検討するため、学習会を開
催する。

212 （３）

①関係機関と
の交流・連携

一自治体では取り組みが困難
な施策について、国や東京都
等に働きかけ、他自治体等と
も連携・情報交換しながら、
法令や規制の整備・改正に向
けた動向を把握します。

協働コミュニティ課 様々な会議に出席し、協議・
連携を図る。

Ⅳ-2

（１）

Ⅳ-1★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

「女性展望」ほか月間誌や男女平等関係書籍（全79
冊）の購入をした。
○26年度貸出し　118冊
○25年度貸出し 　90冊

引き続き、継続して図書の収
集に努める。

Ｂ

書架の規模が限られているの
で、市内の図書館と連携の仕方
を検討されたい。

Ａ

16人の実行委員と19の参加団体により、男女平等で幸
せな社会を」をテーマにして、第７回パリテまつりを開催
した。来館者は約801人であった。
主な内容
○講演会
「スポーツ界から見た男女平等参画」、講師：山口香さ
ん（筑波大学体育系准教授）
参加人数　70人
○講座
回数：３回、参加人数：143人（託児０人）
○体験会
回数：６回、参加人数：90人と14組（託児13人）
○上映会
回数：１回、参加人数：89人（託児15人）
○「終活」無料相談コーナー
参加人数：20人
○パネル・作品展示
○喫茶・軽食・雑貨・生花販売、イートイン休憩コー
ナー

引き続き、パリテまつりを実施
し、団体が実施する講座等を
支援しながら、ネットワークづ
くりを支援していきます。

Ａ

実行委員のみならず、参加団体
の男女平等参画意識啓発にも配
慮を期待する。

Ｃ

計画策定に合わせて実施するため、例年は、計画の
評価を市長答申し、報告書を庁内で共有することによ
り、男女平等施策の進捗の共有をしている。

引き続き、計画の各課実績報
告を庁内で共有し、男女平等
施策の進捗を共有していく。

Ｃ

情報の共有方法として、計画の
策定年だけでなく、年に1度でも
顔の見える場での話し合いをさ
れたい。各課が事業実施に際し
て、男女平等参画意識啓発の積
極的な働きかけや提案を継続さ
れたい。

Ｂ

計画の各課実績評価において、目標を定めるとき、執
行状況をを報告するときに、男女平等参画推進施策の
考え方を説明し、事業に反映できるよう調整した。単独
部署での実施が困難な場合などは、連携して事業が
実施できるようコーディネートした。

引き続き、男女平等推進施策
の主管課として、庁内の事業
に対して調整を行う。

Ａ

各課の事業執行状況調査時期
について検討した結果を新年度
に実施すべく準備をしたことは大
きな改善点であった。

Ｃ

苦情処理機関は、条例の中に位置づけられている例も
あり、条例設置の検討とともに、検討を実施していく。
現状は、他自治体の条例についての情報を収集した
り、報告書により苦情の件数や内容を確認している。

引き続き、情報収集に努め
る。

Ｃ

都内各地で条例設置がみられる
が、すでに条例設置している地
域の情報も収集されたい。

Ａ

男女平等参画推進委員会内で、平成25年度に条例を
施行した多摩市の職員を講師として招いて、条例設置
に向けたプロセスの勉強会を実施した。

引き続き、勉強会を実施す
る。

Ａ

男女平等参画推進委員会での
学習会だけでなく、一般市民を
交えての条例設置に関する意見
交換の場を検討されたい。

Ａ

市町村男女平等参画施策担当課長会、都内男女平
等参画（女性）センター館長会議、市町村男女平等参
画施策担当職員連絡会に出席し、都・他市と協議、連
携を図った。
また、清瀬市と東久留米市との３市で連携事業を実施
ための検討をした。

引き続き、会議等に出席し、
協議・連携を図るとともに、清
瀬市と東久留米市との３市で
連携事業を実施する。 Ａ

市内公民館との連携を検討され
たい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

213

協働コミュニティ課 次期計画策定に併せて実施
する。（調査は平成29年度実
施予定）

214

職員課 協働コミュニティ課にて実施し
た調査結果を活用する。

215

協働コミュニティ課 パリテで実施している講座や
講演会等を庁内にも周知し、
参加呼びかけを行う。

216

職員課 職員研修所で開催する研修
を案内し、理解促進に努め
る。

217

③職員の旧姓
使用の実施

旧姓使用を希望する職員に対
し、旧姓使用の制度を説明・
適用します。

職員課 職員に対する十分な制度周
知を図るとともに、適正な運用
に努める。

218

①「西東京市
ワークライフ
バランス推進
労使宣言」の
周知

職員に対して「西東京市ワー
クライフバランス推進労使宣
言」の周知を図ります。

協働コミュニティ課 職員ポータルシステムの掲示
板を活用し、庁内への周知を
図る。

219

協働コミュニティ課 ワーク・ライフ・バランスの記事
が掲載されている情報誌パリ
テを庁内へ配布する。

220

職員課 職員向けの研修を実施すると
ともに、時間外勤務時間の削
減に努める。

221

協働コミュニティ課 課内の受験資格を持つ職員
に、受験を促す。

222

職員課 管理職研修を実施する。対象
者への受験勧奨を行う。

223

協働コミュニティ課 市発行物の表現における状
況把握の方法を検討する。

224

秘書広報課 各市の動向やガイドラインの
視点など調査研究する。

Ⅳ-3

（１）

（４）

①市発行物の
表現における
男女平等ガイ
ドラインの作
成・配布(再
掲）

市報や市発行物における表現
において、男女平等の視点が
徹底されるようガイドライン
を作成し、配布します。

（２）

②庁内のワー
ク・ライフ・
バランスの働
きかけ

職員に向けてワーク・ライ
フ・バランスに関する情報を
提供します。また、西東京市
特定事業主行動計画に基づき
時間外勤務の縮減に取り組み
ます。

（３）

①管理職試験
の受験に向け
た継続的な環
境整備

研修等を活用して、管理的立
場における人材の育成に努め
ます。また、女性職員が積極
的に管理職試験を受験できる
よう、女性管理職の複数登用
など環境を整えます。

①職員の意識
実態調査の実
施

男女平等に関する職員の意
識・実態の把握を行います。
調査結果を活用し、庁内にお
ける男女平等参画の推進につ
なげます。

②職員研修の
実施

男女平等に関する職員研修を
実施し、職員の理解促進を図
ります。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ｂ

調査は、次期計画の策定に併せて実施予定であるが、
他自治体の報告書や状況把握、交流などを通じて情
報収集に努めた。

引き続き、情報提供に務め
る。

Ｂ

調査実施に向けて、他自治体の
報告書や状況などを把握し、情
報収集に努められた点は評価で
きる。引き続き、先進的な取り組
みなどについて情報収集に努め
ていただきたい。

Ａ

平成24年11月に実施した職員意識・実態調査の調査
結果を特定事業主行動計画の見直しに活用し、男女
平等参画の推進とワーク・ライフ・バランスの推進等に
つなげた。

調査結果を活用し、男女平等
参画の推進につなげていく。

Ａ

調査結果を分析し、特定事業主
行動計画の見直しに反映された
点は評価できる。今後も、調査結
果の活用に努めていただきた
い。

Ｂ

市独自の職員研修の開催は難しいため、パリテで実施
している講座や講演会の参加呼びかけを庁内にも行っ
た。

引き続き、パリテ事業の庁内
への周知を行う。

Ｂ

市独自の研修開催が困難なな
か、既存の講座・講演会を活用
している点は評価できる。

Ｂ

平成26年度については、研修の周知を行ったものの、
参加者がいなかった。

職員へ研修の情報提供を行
い、理解促進に努める。

Ｃ

職員研修所で開催する研修へ
の職員の参加を促す具体的な仕
組みについて、検討していただ
きたい。

Ａ

平成21年9月要綱の制定・施行及び運用開始
平成26年度中の申請者：３名
平成26年度中の使用中止者：１名

職員への十分な制度周知を
図り、適正な運用に努める。

Ａ

引き続き、積極的な周知に努め
ていただきたい。

Ａ

職員ポータルシステムの掲示板とは、パソコンの中にあ
るシステム上の掲示板のことで、職員であれば、誰でも
見ることができる。その掲示板で、「西東京市ワークライ
フバランス推進労使宣言」の周知を図った。

引き続き、周知に努める。

Ａ

可能であれば、職員の周知度に
ついて調査を実施し、公表して
いただきたい。

Ａ

情報誌パリテ第14号で社会学が専門で、人事管理や
ワーク・ライフ・バランスに詳しい中央大
学大学院の佐藤博樹教授のインタビューを掲載し、全
部課長に配布した。

引き続き、様々な手段で情報
提供をする。

Ａ

職員のワーク・ライフ・バランスを
推進するための具体的な取り組
みについて、情報提供していた
だきたい。

Ａ

次世代育成支援対策推進研修を１回実施し、ワーク・
ライフ・バランスの推進について情報提供を行った。
ノー残業デーや職場巡視等により時間外勤務の縮減
に努めた。

引き続き研修を実施し、周知
を図る。新たな時間外勤務の
縮減策を検討し、さらに効果
的に取り組む。

Ａ

時間外勤務縮減策の効果につ
いて、調査を実施するなどして明
らかにし、公表していただきた
い。

Ａ

課内の女性職員が１名、管理職になった。 引き続き、女性職員が管理職
試験を受験するよう促してい
く。 Ａ

女性管理職のロールモデル集を
作成するなど、女性管理職を身
近に感じられるような工夫をして
いただきたい。

Ａ

人材育成として管理職研修を実施した。人事考課面接
時に所属長から受験勧奨を行うよう依頼した。

管理職研修を継続実施する。
庁内掲示板や所属長を通じ
て受験勧奨を行う。

Ａ

引き続き、管理職試験の受験を
促すための具体的な取り組みを
実施していただきたい。

Ｂ

他自治体の実施状況などアンケート調査を実施し、ガ
イドライン作成に関する情報を入手した。

ガイドラインについて、庁内関
係課と協議し、国の動向等を
注視し、作成計画を検討す
る。

Ｂ

調査結果を分析し、ガイドライン
の作成に反映していただきた
い。

Ｃ

協働コミュニティ課と調整 各市の動向やガイドラインの
視点など調査研究する。 Ｃ

引き続き各市の動向を調査・分
析し、ガイドラインの作成に反映
していただきたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

担当課目標体系番号

225

①男女平等参
画推進委員会
の開催

恒常的な市民参画の組織とし
て、西東京市男女平等参画推
進委員会を開催します。

協働コミュニティ課 平成26年度は、任期替えの年
度に当たるが、合計で６回の
委員会を開催する。

226

②事業評価の
実施

西東京市男女平等参画推進委
員会において、西東京市男女
平等参画推進計画に掲げた事
業評価を毎年度実施します。

協働コミュニティ課 男女平等参画推進委員会を
設置し、毎年度「男女平等参
画推進計画各課実績評価」を
市長へ報告提言を行う。
また、第３次計画の評価方法
を検討する。

Ⅳ-4 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

担当課評価 男女平等参画推進委員会評価

Ａ

男女平等参画推進委員会を合計6回開催した。 また、
主な議題は、第２次計画の実績5カ年総評価報告書の
作成と第３次計画の評価方法の検討です。市長への
答申時期を見直す等して、より実行性のある計画とす
るための評価方法を決定できた。

引き続き、男女平等参画推進
施策の推進に関することを審
議、検討していく。

Ａ

引き続き男女平等参画推進委員
会を開催し、審議内容・決定事
項などを広く市民に周知してい
ただきたい。

Ａ

平成25年度評価は、第２次計画の計画期間の最終年
に当たることから、「第２次男女平等参画推進計画実績
５カ年総評価報告書」として取りまとめ、市長へ報告し
た。
また、平成26年度から30年度までは、第３次計画の計
画期間となることから、新たに評価方法を検討し、市長
への答申時期を見直す等して、より実行性のある計画
とするための評価方法を決定できた。

引き続き、評価を行う。

Ａ

引き続き評価を実施し、課題や
改善点を明らかにし、市民に広く
周知していただきたい。
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 ３．課題ごとの指標及び目標値

★重点課題

目標 指標 現状値
Ｈ30年度
目標値

Ｈ26
年度

Ｈ27
年度

Ｈ28
年度

Ｈ29
年度

Ｈ30
年度

Ⅰ-1
★

 男女の固定的性別
役割分担意識の解
消

男女の固定的性別役割分担
意識の解消について、理解
のある人の割合を増やす

46.5% 60.0% - - - -

Ⅰ-2
家庭・学校・地域
における男女平等
教育と学習の推進

家庭・学校・地域等の社会
全体で、「男女の地位は平
等になっている」と思う人
の割合を増やす

19.3% 30.0% - - - -

Ⅰ-3
政策・方針決定過
程への男女平等参
画の推進

市の審議会・委員会等にお
ける女性委員の割合を増や
す

33.2% 40.0% 33.7%

Ⅰ-4
経済活動における
男女平等参画の推
進

職場において、「男女の地
位は平等になっている」と
思う人の割合を増やす

29.7% 40.0% - - - -

Ⅰ-5
地域活動における
男女平等参画の推
進

地域社会（町会・自治会な
ど）において、「男女の地
位は平等になっている」と
思う人の割合を増やす

47.8% 60.0% - - - -

Ⅰ-6
★

男女平等参画の視
点による防災・ま
ちづくりの推進

防災会議における女性委員
の割合を増やす

9.1% 15.0% 18.0%

Ⅱ-1

人権を尊重する意
識の醸成女子差別
撤廃条約の認知度
を上げる

女子差別撤廃条約の認知度
を上げる

25.4% 50.0% - - - -

Ⅱ-2
★

配偶者等からの暴
力の防止と被害者
支援

配偶者暴力防止法の認知度
を上げる

35.3% 80.0% - - - -

Ⅱ-2
★

Ⅱ-3
共通

配偶者等からの暴
力の防止と被害者
支援/男女平等を阻
む暴力の防止

女性相談の認知度を上げる 23.0% 50.0% - - - -

Ⅱ-4
性と生殖に関する
健康支援

リプロダクティブ・ヘルス
／ライツ（性と生殖に関す
る健康と権利）の認知度を
上げる

未把握 20.0% - - - -

Ⅲ-1
★

ワーク･ライフ･バ
ランス（仕事と生
活の調和）の意識
づくり

「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）

43.0% 50.0% - - - -

Ⅲ-2
男性の家事・育
児・介護への参加
促進

「個人の生活」、「家庭生
活」、「仕事」すべてを優
先したい男性の割合を増や
す

32.4% 40.0% - - - -

Ⅲ-3
Ⅲ-4
共通

子育てへの支援/
介護への支援

「個人の生活」、「家庭生
活」、「仕事」すべてを優
先したい人の希望と現実の
一致率を上げる

4.1% 10.0% - - - -

Ⅳ-1
★

男女平等推進セン
ターパリテの事業
の充実

男女平等推進センター パ
リテの認知度を上げる

16.6% 40.0% - - - -

Ⅳ-2
推進体制の整備と
充実

西東京市男女平等参画推進
計画の認知度を上げる

21.9% 40.0% - - - -

Ⅳ-3
庁内の男女平等参
画の推進

女性係長級職以上の割合を
増やす

20.2% 23.0% 18.3%

Ⅳ-4
男女平等参画推進
計画の進行管理

西東京市男女平等参画推進
計画の実績評価において着
実に執行されている事業の
割合を増やす

34.0% 50.0% 50.0%

※現状値の根拠については、第３次計画の82ページを参照
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 ４．第３次計画の評価活動

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

担当課
評価

担当課
評価

担当課
評価

担当課
評価

担当課
評価

　反映 　反映 　反映 　反映

4月 9月   8月 12月 4月 9月 4月 9月 4月 9月

　考慮 　考慮 　考慮 　考慮

○予算見積 ○予算見積  反映 ○予算見積  反映 ○予算見積

中間
まとめ

答申

　パブコメ

7/31から2年間 7/31から2年間 7/31から2年間

○上半期に前年度の実施結果への委員会評価をまとめ、当該年度の事業実施内容や翌年度の担当評価に反映できるよう、周知方法や資料の作り方を工夫します。

○委員会評価は、次年度の予算見積にも活用します。

○評価活動３年度目（平成29年度）に中間評価を行い、次期計画の中間のまとめに反映させます。中間評価に当たっては、重点課題など対象を絞ったヒアリング等も検討します。

○評価活動４年度目（平成30年度）の委員会評価も、次期計画の素案に反映させます。

委員任期

委員会評価
(中間評価)

委員会評価 委員会評価 → 総評価

第４次
計　画

アンケート→
基礎調査等→

素案

平成31年度

第３次
計　画

担　当
部　門

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 事業実施

委員会

委員会評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

委員会評価 

（例） 

・委員会評価を庁内に周知する際に、評価を踏まえた取組を依頼する。また、 

 担当課評価と委員会評価に乖離があるものについては検証を促す。 

・次年度の担当課評価で委員会評価が把握できるよう、記入シートを工夫する。 
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